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裁判官会議出席者数
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岸和田支部大会議室

(令和3年6月30日）

【岸和田支部裁判官】

ロ

●

合計

ー

｡

苔 I 判 事 照 :例単I 酒ー鳶補 オブザーバー

公
副
爆
伐
拠

●
■
今
口
．
■
●

鷺
嘉
志
僅
太

●
、
■
凸
●

口
。
。
申
心

ら
ｃ
口
垂
●

ロ
●
。
字
●

争
の
■
ゆ
Ｐ
●

嫡
謹
塞
睦
坦
揚

●
ロ
ロ
一
●

高
荏
蔭
撤
適

(夫蹴長？
I C●q■■Ⅱ●‐●の●

＝■■‐ーq■b l■d■。■一

嫁裁本務）
G●●’P‐■,ｰ‐｡

■D勺■｡●1■｡｡■卜●

, 、｡●■,■,｡●●●●●●●●

一宇一●｡｡

q■I■Pq■■‐

欠
●●●●●■

.……._会_…蚤_…白..鷺
(家裁本務)寺田悠亮

■
■
Ｏ
０
Ｕ
Ｏ
Ｏ
ｄ■

■
■
Ｏ
０
Ｕ
Ｏ
Ｏ
ｄ■
一
■
０
Ｂ
ｒＦ

一
■
０
Ｂ
ｒＦ
“
■
凸
■
■
■
，ｒ

“
■
凸
■
■
■
，ｒ
■
■
■
■
■
■
Ｌ

０

■
■
■
■
■
■
Ｌ

０

６
０
６
０

ｑ
●
■
●
■

●
の
凸
●
●

●
ロ
凸
。
●

一
一
一
口
●

●
。
・
』
。
●

ゆ
●
口
●
●

■
』
■
■
巳

●
■
●

ロ
●
Ｄ

Ｃ
一
わ

口
■
●
ｂ

●
■
●

●
一
●

■
■
●

●
■
？

●
口
一

・
ロ
ー

●
ロ
ロ

●
●
ロ

①
一
つ

ロ
仁
ロ

ロ
●
一

・
ゆ
●

ロ
今
一

ロ
今
ｐ

口
《
毎

口
ロ
ロ

■
●
一

・
ロ
一

一
●
』

毎
●
句

口
●
宇

口
の
ロ

旬
●
凸

垂
“
ロ

。
●
一

宇
今
回

■
ら

‐■'一‐づつロ②一口－4■●ゆ－つ●●●●●q■●q■q■■p I■｡q■■

DC■●DC●の②■b●d■‐‐P●ロー●●4■●①CO●●●、●

□
●
ｅ
●
●

。
●
ロ
●
■

一
●
●
■
』

ロ
“
●
●
口

●
ロ
ロ
■
■

●
の
ら
一
つ

岸和田計 判事 （5人） ｜(4人)’ 特例判事補 （2人) l (2人） オブザーバー (O人) I(0人）



F

づ

｡

承認事項
(令和3年6月30日）

ー

回



事務分配及び裁判官の配置等規程変更（案）

(令和3年1月12日諮問）

伶和3年1月16日実施）

ロ

一

行
守 ゴ ■ 口 ｰ一一一－

第3章第10条第1

｡
面－－

1卿）

裁判官の配萱及び開廷日割 髭鞘｣宮 自凶冒及てヌ 薗壬日；

凸
■
６
口
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０
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０
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０
凸
９
１
６
１
７
８
Ｊ
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日
１
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』

第3民事部（普通部）

裁判官

〃

〃

〃

(月火木金）

林

小

村

薦

第3民事部（普通部）

裁判官

〃

〃

〃

ｊ金
林
小
村
薦

木火月く

潤
美
泰
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潤
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泰
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和
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田

好
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ｌ
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Ｉ
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｜
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第8民事部（普通部）

裁判官

〃

〃

〃

(月水木金） 第8民事部（普通細（月水木金

中
佐
遠
若

尾 彰

藤志保

藤謙太郎

園 怜
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６
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裁判官
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井
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古
安
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裁判官
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０
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(任補）

巳

(中略） (中略）

第23民事部（普通部） （月火水木）

裁判官 西岡繁靖

第23民事部（普通部） 明火水木）

裁判官 西岡繁靖
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４
１
■
■
Ｉ
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(中略） (中略）

（第3編(本庁刑事部）第3章第22条第1項）

別表3

裁判官の配置及び開廷日割

傍3編（本庁刑事部）第3章第22条第1間
別表3

裁判官の配置及び開廷日割

’

I
I (中略） (中略）

！
Ｉ
第5刑事部僧通部）

裁判官

〃

〃

〃

(毎日） 第5刑事部（普通部） （毎日）

裁判官 長
〃 久

〃 松
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〃 宮

瀬
鐙
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山
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敬
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昭
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第6刑事部（普通部） （毎日）

裁判官

〃
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〃
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事務分配及び裁判官の配置等規程変更僕）

伶和3年2月12日諮問）

(令和3年3月1日実施）

‐
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行一一= "一一~i
ｰ｣己再式4L 戸L＝ロセニーー÷r＝■L二一＝

変 更

1
一一一

現 後、

一一

儲3編体庁刑事部）第3章第22条第1項）

月陵3

・裁判官の配置及び開廷日割’
（第3編（本庁刑事部）第3章第22条第1項）

月朧3

裁判官の配置及び開廷日割
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（第5編（管内簡易裁判所）第1章第32条，第

34条第1項，第35条第1項，第36条，

第38条第1項及び第39条第1項）

別表5

大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日割

（第5編（管内簡易裁判所）第1章第32条，第

34条第1項，第35条第1項，第36条，

第38条第1項及び第39条第1靭

呂陵5

大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日割
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事務分配及び裁判官の配置等規程変更榛）

（令和3年3月4日諮問）

(令和3年3月25日実施）
●
も １

１
〕
》
後
一
輔
－
３一

悌
臓
第

別表1

裁判官の配置及び開廷日割

第1民事部（保全部） （毎日）

裁判官 内藤裕之
〃 山口敦士

〃 一原友彦

〃 相・澤千尋
〃 永田雄一

〃 田中いゑ奈

〃 内藤陽子
〃 嫌)井谷 喬
〃 初谷湧紀

〃 石川舞子

〃 大畑勇馬

〃 亀井健斗

1

裁判官の配置及び開廷日割

1民事部､(保全部） ，(毎日）

裁判官 内藤裕之

〃 山口敦士

〃 一原友彦

相澤千尋〃

〃 永田雄一

〃 田中いゑ奈

〃 内藤陽子

〃 嫌）井谷 喬

〃’ 初谷湧紀

〃 石j11 舞子

〃 大畑勇馬

〃 亀井健斗

I

１
１
１

I

１
１
０
１

〃 林 憲太朗I

１
１
１
１
；

り
も
■
■
６
も
ｒ
ｌ
ｏ
ｆ
Ｌ
９
■
Ｕ
ｐ
Ｉ
ｇ
Ｕ
０
■
１
９

（鳥取地裁から）

(中略） (中略）

第4編支部

第1章堺支部

（裁判官の配置）

第24条堺支部における裁判官の配置は， 汐

とおりとする。

第1民事部A

裁判官 森木田邦裕

〃 橋本都月

〃 蛯名日奈子

〃 （鋳）狸窪祷竜

次

橋本都月

第4編.支部

第1章堺支部

（裁判官の配置）

第24条堺支部における裁判官の配置は， 汐

とおりとする。

第1民事部A

裁判官 森木田邦裕
〃 橋本都月

〃 蛯名日奈子

〃 C桐湯浅徳恵

〃 （兼）村瀬洋朗

〃 横井靖世
〃 山田雅秋

〃 唐津祐吾

次の’の

I

｜

蛯名日奈子 ｜

(調湯浅徳恵 ｜
開村瀬洋朗 ｜
横井靖世 ｜

｜
山田雅秋・

唐津祐吾

－－P→ 戸一 一F守一 一幸－－－画一
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事務分配及び裁判官の配置等規程変更榛）

(令和3年3月4日諮問）

(令和3年4月1日実施）

●

〃－夢● 全→ L■圭一一一

’ ヨ
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卿
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１第条０

－
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⑩
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輔
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第2編（本庁民事部

襄1

、

第2編（本庁民事部）第3章第10条第1曠

表1

裁判官の配置及び開廷日割
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■
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日
日
一
■
日
日
Ⅱ
Ｕ
９
８
０
９
０
１
１
１
Ｊ
Ｉ
Ｉ
Ｏ
０
Ⅱ
０
■
■
Ⅱ
日
Ⅱ
日
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
日
Ⅱ
Ⅱ
Ｉ
１
０
１
１
Ｆ
Ｉ
ｉ
ト
ト
１
４
０
０
０

び開廷日割

日）

裁判官 内藤裕之 裁判官 内藤裕之

q尋

一
》
一
一
睡
一
一

″
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》
一
一

彦

一

友原

伽

〃

〃

６
１
＆
４
４
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乃
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１
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〃

〃
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″

I（第18民事部からノ
‐
Ｕ
Ｌ
ｄ
町
‐
Ｊ
Ｉ
ｊ
Ｏ
Ⅱ
０
■
Ｉ
Ｇ
Ｂ
５
Ｊ
１
０
１

１
１

（第1ユ刑事部から)
内藤陽子

(調井谷 喬

内藤陽子

嫌）井谷 喬

〃

〃

″
″

’

椰覇地裁から1

一
一
一

紀
子

湧
韓

谷
川
初
石

〃

〃

″
″

。士理ア （大阪》
竺
蝿
錘

1
〃

〃

画

、 毒

●

| ゞ2民封 (租税・行政部）
一－マ ■ 二一一一

一
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げ →一 1－一一 '~~一－一一一 心●－ －口 三 －－－0

》
》

一

℃
一

一
鍵
一
森

■一 一一‐

裁判官

〃 ’
－－一一一

裁判官 森鍵 一

日比野 幹〃〃
●

t佐賀地裁から）
〃 岡田総司

〃 豊臣亮輔

第3民事部(普通部） （月火木金）

裁判官 林 潤

〃 小河好美

〃 木上寛子

〈大阪高裁から）

〃 岡田総司

〃 豊臣亮輔

第3民事部（普通部） （月火木金）

裁判官 林 潤

〃 小河好美

〃 村尾和泰

（第1巨淳部へ）
〃 薦田淳平

！

儲8刑事部へ）

〃 吉田 開

第4民事部（商事部） （毎日）

裁判官 西村欣也

〃 吉田 開

第4民事部（商事部） （毎日）

裁判官 谷村武則

（広島地裁から）
〃 小川紀代子

I

１
１ 大阪国税不服 へ） I

》
蝋
一
一

〃

I

１
１

三重野 真人〃 〃

第5民事部（労働部） （毎日）

裁判官 中山誠一

〃 上田賀代

〃 窪田俊秀

〃 安西儀晃

〃 佐々木隆憲

岩崎雄亮〃

幅岡地裁からj
〃 岩佐圭祐

第5民事部（労働部） （毎日）

裁判官

〃

〃

〃

〃

〃

中山誠一

上田賀代

窪田俊秀

安西儀晃

佐々木隆憲

松本武人

一医喧盤全L
大和隆之

I

I

〃

笛|剛 大牟田

｜
I溝口 達 藤村享司〃 〃

(さいたま 、谷支部・秩父支部へ】

第6民事部倒産部） （毎日）

裁判官

〃

〃

第6民事部個産部） （毎日）

裁判官

〃

Ｉ
‐
旧
Ｐ
ｂ
Ｂ
■
Ｐ
■

‐１１９１’‐‐‐‐‐‘‘一

久
介
寛
血

修
晋
貴
真
一

田
永
川
⑩
田
一

－

福
松
小
吉

福
松
小
吉

修
晋
貴
真

４
１
１
‐

‐

・
５
４
０
‐

０
１
日

１

１
１
０
１
０

叶
一

久
介
寛
紀
一

田
永
川
田

〃

〃

ー司一 声■一一一■一一一一一

〃
L －

9



金川 〃~－－一－－－－鼠T-－－－－

野 上三恵 里’ 〃

▲■■■■■■０■■■■■

’
金川 誠

竹田泰樹

_舩江地裁から)‐
(月火木金) ・

山地 修

新宮智之

太田篭 子

″
″

1

’ ■
■
■
■
■
■
Ｆ
■
Ｕ
Ｉ
Ｂ
■
Ⅱ
Ⅱ
β

ｂ
，
』
０
■
■
■
■
■
■
■
且
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
Ｖ
１
６
Ｔ

静岡 ’. 、支部へ）

第7民事部姻税・行政部） （月火木金）

裁判官 山地 修

〃 新宮智之

〃 宮端謙一

(最高去瀞庫官へ）

第7民事部（租税・行政部）

裁判官

〃

●

I

１
１

〃１
６

I

（札棚裁へ）

（退官）

山田慎悟 山田慎悟〃 〃
I

一
一
一
一

擢月

●
Ｊ
ｒ
Ｉ
ｈ
９
ａ
Ｌ
ｄ
９
Ｐ
、
Ｉ
６
ｐ
Ｂ
■
９
０
．
１
１

第8民事部（普通部）

裁判官

〃

(月水木金）

． 中尾 彰

佐藤 志保

第8民事部（普通部）

裁判官

〃

〃 遠藤謙太郎

〃 若朧 怜

(第1．4刑事部へ）

〃 籔野拓輝

第9民事部僧通部） （火水木金）

裁判官 井上直哉

〃 抗村昭彦

″
″ 一
》

１
４
ｇ
５
Ｊ
Ｄ
ｐ
４
ｊ
Ｄ
Ｌ
６

〃 籔

第9民事部（普通部） （火水木金）

裁判官 井

野拓輝

上直哉

一
一
一
一

″
″

｜
’ 、部支剖

宣 谷真一良〃
ｒ
Ｌ
Ｉ
ｐ

ｄ
も
り
９
６
■
４

一
錘

林村優雅I 〃 林村優雅

調停部） （毎日） （ 第10民事部健築・調停部） （毎日）

中川博文I 裁判官 中川博文

＝ 墨蕊i : =:壽鴬
一…富奎il 炊阪高裁から，

〃 鈴イ患雅久

〃

第10民事部健築・

裁判官

〃

〃

１
１
１

’
(兼）永田雄一
一一一 →－←－－一

C詞永田雄一
－ 丸一一一

〃 〃
－－

I0



喬

第1

§明

〃 鈴木 喬

第11民事部（普通部） （月水木金）

裁判官 ’ 土井文美

撮高裁調査官から）

〃 後藤 誠

〃 神谷善英

〃 小島 務

〃 澄川ほなみ

（第2刑事部から）
第12民事部（普通訓（月火水金）

裁判官 武田瑞佳
（大阪高裁から）

〃 佐藤文壬
儒14民事部から)』

〃 鷺坂計知

〃 嫌)佐藤壮一郎

．1識発令1

一創引ｌ爵

謝
》
蕊
釣
恥
》

水
一
一
一
鷺
一
一

喬
．

後
神
小
一

木
ｊ金

鈴
木

水
火
月
月

く

Ｉ

〃

第11民事部僧通部）

裁判官

●

１
１

1

●

″
″
″
″ I

’

第12民事部（普通部）

裁判官

〃
０
ｂ
■
９
Ｉ
９
ｂ
４
ｊ
４
１
Ｂ
ｆ
秒
ｒ
・
Ｂ
Ｂ
Ｉ
１
１
・
副
０
△
９
４
１
■
５
４
■

！

’

i
〃

〃

柏 木挑〃

《第1.5刑事部から）
第13民事部（普通部）

裁判官

〃

第13民事部（普通部） （火水木金）

裁判官 松本明敏

〃 小山裕子

(火水木金）

松本明敏

長田雅．之

０
４
‐
寺
ｒ
Ｌ
６
Ｉ
Ｌ
ｌ
ｉ
ワ
凸
亙
ｇ
■
Ｔ
日
日
凸
Ｕ
‐
４
Ⅱ
、
０
，
４
４
ｌ
ｌ
Ｉ
ｒ
Ｏ
Ｐ戸家裁伊丹支部全 一
一
一
》嫌

重高 啓〃 〃

(広島高裁岡山支部へ

嫌）亀井健斗 〃〃

（兼務発令）

〃 櫻井雅典

第14民事部（執行部） （毎日）

裁判官 演本章子

〃 相澤 聡

〃 本多健司

櫻井雅典〃

第14民事部（執行部）

裁判官

〃

(毎日）
’

演本章子

相瀧 聡

Ｉ
・
ｉ
ｌ

金 洪周〃

(松山地裁宇和島支部へI 肱島地裁から』ロ

《

Ｔ

Ｕ

ｑ

ｉ

４

‘

９

６１
１

馬田真人 岸田二郎
一

〃 〃

(宮喧 圃支部から

塵
》

〃
湘
南
、
Ｉ
ム
ヨ
帽

邪
一
・
一
緋L_ 一一二一一
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一一一~言 －押一 凸今－ 一
一空色少ウーー→÷▲一

I

第15民事部（交通部） （毎日）

裁判官 石

〃 寺

〃 島

〃 永

〃 溝

第15民事部

・裁判官

(交通訓（毎日）

石

寺

島

永

溝

ｌ
■
ｌ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
９
６
口
ｊ
Ｐ
ｏ
ｆ
０
且
■
■
■
■
■
二
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｄ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｕ
０
仏
Ｏ
４
ｑ
８
ｄ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
８
口
■
Ⅱ
Ｏ
ｊ
Ｕ

４
■
日
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ⅱ
０
６
甲
ｑ
“
届
。
■
Ⅱ
Ⅱ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
日
Ⅱ
日
■
■
■
９
，

甲

‐

’丸
垣
田
野
口

将
孝
正
公

利 丸
垣
田
野
口

利
彦
人
規
優

わ
将
孝
正
公

彦
人
規
優

’
″
″
″
″

｡

》
部

》

久久保貴紀

須藤隆太

〃

〃

〃

〃

盛岡 野支剖
Ｊ
▽
－
１松田康孝

須藤奈未

（月水木金）

本田能久

堀部麻記子

岡･野慎也
（司法研修所付へ）

広嶋玲哉

（月火水木）

吉岡茂之

肱島地裁へ)－
三宅知三郎

井上結美子

壷=珪一塗_鐘
(静岡地裁沼津支部へ｝

’
〃

〃

第16民事部（普通部）

裁判官

〃

〃 松田康孝

〃 須藤奈未

第16民事部（普通部） （月水木金）

裁判官 本田能久
〃 堀部麻記子

浜崎俊文〃

Ｄ
Ｏ
９
ａ
タ
‐
ｆ
Ｊ
Ｊ
ｏ
ｒ
Ⅱ
日

〃

〃

第17民事部（医事部）

裁判官

《
》
一
蝿
一

一

哉

一

玲嶋
ｊ木

広
水火月

月

く

く
◇

〃

第17民事部（医事部）

裁判官

。
■
，
ｐ
ｌ
ｆ

↓

″
″
″

″
″
″

第18民事部（普通部） （月火水金）

裁判官 横田典子

第18民事部（普通部）

裁判官

〃

Ｉ

I

中山周子〃
中山周子〃

！

悌1民事部へj

小草啓紀

(毎日）

田口治美

甲元依子

田郷岡正哲

丸林裕矢

(月火水金）

1

〃

第19民事部（医事部）

裁判官

〃

’’
第20民事部（医事部）

小草

侮日）

田口

甲元

田郷岡

丸林

(月火水金）

啓紀〃

第19民事部（医事部）

裁判官

〃

治
依
正
裕

美
子
哲
矢

’

〃

〃

第20民事部（医事部）

l
リ

I

｜
I

l2



一Ａ

■

■

■

■

■

■

８

口

Ｕ

Ｉ

ｖ

９

１

。

‐

‐

▲
■
■
Ｉ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
４

ト

も
‐
１
１
曲
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｔ

『
１
１
１
ｋ
‐
ｊ
＃
八
０
ｄ
Ｉ
ｉ
０
Ｂ
Ｉ
ｌ
Ｂ
Ｉ
ｆ
Ｉ
０
１
Ｉ
ｌ
１
ｊ
０
Ｂ

一
子

一

一
智
一
上
一
冨

一一

裁判官
1

裁判官 冨上智子

植田裕紀久〃

K熊本地裁から1
〃 、 並河智子

〃 大西康平

第21民事部（知的財産権部） （火木）

裁判官 谷 有恒
． 〃 杉浦一輝

〃 嫌）布目爵U子

〃 峯 健一郎

Ｉ
ｑ
０
凸
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ⅱ
Ⅱ
日
巳
■
日
Ⅱ
０
。

〃

並河智子

大西康平

(知的財産権細（火木）

谷 有恒

杉浦一輝

（兼）布目真利子

島村陽子

〃
●

部鴎
官
〃
〃
、
〃

洲

″

１２第
I

Ｉ

’
１
１
１

毒舌ﾉ」 ・毛

第22民事部借通部） （火水木金）

裁判官 龍見 昇

〃 甲元雅之

〃 坂川波奈子

〃 大山洸来

第23民事部（普通部） （月火水木）

裁判官 西岡繁靖

〃・ C桐中川博文

（兼務解消）

〃 石川千咲

〃 大久保俊策

第22民事部（普通訓（火水木金）

裁判官 龍見
〃 甲元

〃 坂川

〃 大山

第23民事部僧通部） （月火水木）

裁判官 西岡

昇
之
軒
来

雅
波
洸 I

繁靖

石川千咲

大久保俊策

〃

〃

竹本真梨子〃
Ｉ
０
ｑ
ｑ
Ｉ
ｑ
▲
■
■儲2刑事部へ）

．〃 上田郁也

第24民事部（普通部） （月火木金）

裁判官 池上尚子

上・郁也｜(月火木金）

池上尚子I

I

〃

第》
繩
〃

２ (普通部）

口敦士i!」

一
一

一

鈴木基之

山根良実

〃

〃

〃
Ｉ
ｌ
Ｄ
１
Ｉ
Ｉ
ム
リ
Ｉ
６
７
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

Ｉ
ｌ
９
Ｉ
ｌ
ｌ
ｊ
９

‐
Ｉ
１
ｊ
６
■
■
８
■
■
■
Ｕ
４
Ｉ
Ｉ
‐
ｒ

１
１
Ｉ
Ｊ
Ｉ
Ⅱ
１
０
‐
・
■
■
ｇ
Ｉ
ｆ
１
１
９
ト
ー
７
↓
‐

１
０
，
‐
１
６

1
1

一
》

〃 〃

， I

木金）

金地香枝｜

｜
菅野昌彦

織川逸平

旬

（第1刑事部から！
第25民事部（普通部） （火水 第25民事部（普通部）

裁判官

〃

〃

(火水木金）

金地香枝

菅野昌彦

織川逸平

裁判官

〃

〃
－一一一
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、

岡野哲郎

椥的財産権部） （月木） 第

閑灘奎篁｜

ホ．鯏子｜（兼l島村陽子

（兼務解消）

〃 岡野哲郎

第26民事部椥的財産権部） （月木）

ゞ判官 ”㈱"樹｜〃 嫌）杉浦一趣
〃 布目真利子，

閑峯 一一健一郎〃

（兼務発令）

（中卿

第3編本庁刑事部

（中略）

〃

第26民事部7
Q

裁判官

″
″
″

ｌ
ｊ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ

●

(中略）

第3編 本庁刑事部

(中略）

第2章 裁判事務の分配

（訴訟事件の配付）

第15条訴訟事件は，特に定めるもののほか，

裁判員事件，通常合議事件，－人制事件の鴎リ

に従い，それぞれ次の各部にその記載の割合で

順次配付する。

（1）裁判員事件

普通部及び租税部 各1

（2）通常合議事件

普通部及び租税部 各1

（3）一人制事件

zL§迩里伽税部堂旦

第2章 裁判事務の分配

（訴訟事件の酋附）

第15条訴訟事件は,特に定めるもののほか，

裁判員事件，通常合議事件，一人制事件の鴎lj

に従い，それぞれ次の各部にその記載の割合で

順次配付する。

（1）裁判員事件

普通部及び租税部 各1

（2）通常合議事件

普通部及び租税部 各1

（3）一人制事件

租税部 12

申
６
０
９
器

1

I
D

I↓

ｉ
Ｉ

Ｉ
ｊ

１
１

1

第5部 第5部5
－

査旦

、
一
郁
一上記以外の普通部 上記以外の普通部

(中略） (中略）

！ （第3編体庁刑事部）第3章第22条第1卿
別表3

． 裁判官の配置及び開廷日割

第寧僧通㈹Ⅲf:Z"

礫3編（本庁刑事部）第3章第22条第1項）

月陵3
■

裁判官の配置及び開廷日割
↓
｡

第1刑事部（普通部）

裁判官

(毎日）

森島 聡

宮崎桃子〃

（千葉地裁一
一＆■一－
－－

14



「~前 ？一 鐙村悠恭
（第24民事部へ）

第2刑事部（普通部） （毎日）

裁判官 西川篤志

〃 岩田康平

'一一－~~ル
b 墜産-廷二壁｜

b｣第l_Z民事部から)_ |

(普通部） （毎日）

西川篤志

岩田康平，

第2癖
繩

Ｂ
ｉ

●

〃

（第23民事部から）

（兼）澄』uほなみ

－(兼務発令L
(毎日）

中川綾子

千葉康一

楠 本康 太

（第24民事部か皇)

(毎日）

北川 清

嫌）日高真悟

脇発令L

（兼)佐藤壮一郎

一礎務発令）
(毎日）

一
ｊ
》

一

一

日毎く

〃 〃

第3刑事部（普通部）

裁判官

〃

〃

１
１
第3刑事部（普通部）

裁判官

〃

〃
I

０

０

■

Ⅱ

８

８

７

ｌ

ｆ

１
１
４
‐
守
ｊ
９
Ｌ
Ｉ

（第17民事部へ）

(毎日）

北川 清

(識)宮崎桃子

(兼務解消）

嫌)鈴村悠_恭

･(兼務解消）
(毎日）

儒
繩
″
〃
卿
繩
〃
〃

４

第
５
第

(普通部） 第4刑事部

裁判官

(普通部）’
1

I

〃

〃

僧通部） 第5刑事部（普通部）

裁判官

〃 ．

〃

１
１
１

昭
一

敬
博
瀬
禮

長
久

昭
一

敬
博
鈍

瀬
禮
一

長
久
垂
一１

１
１

松田克之
．
一(広島 畠山支部へ）地裁

平山裕也〃

（名古屋法務局へI

宮澤裕登 宮澤裕登〃

刑事部（普通部）

裁判官

〃

第6 (毎日） 第 癖
錐
″
〃
卿
辮
〃
〃

(普通部） (毎日）6

大寄 淳

沖 敦子

大寄 淳：

沖 敦子！〃

(¥10刑事部へ）

小西池 将 小西池 将〃

第7 軸
官
刑
鯏
〃
〃

(普通部） (毎日） 第7 (普通部） (毎日）

佐藤弘規

延廣丈嗣

中村暢明

佐藤弘規

延廣丈嗣

中村暢明
－－－－ －－画■ 一一
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| 第8刑事部〈普通部）
裁判官

｜ 第8刑事部(普通部）

裁判官

〃．

丙一一一砦

一

一

一
一

ｊ
、日毎く 侮日）

且中伸一

’
大阪高裁から

〃
｡

蝋発令）

（第10刑事部から)
〃 薦閉淳平

一嬢3民事部から）
第9刑事部（普通部） （毎日）

裁判官 矢一野直邦

加納紅実〃

I

第9刑事部（普通部）

‘裁判官

(毎日）
■
ｑ
Ｉ
Ｏ
Ｔ
Ｐ
『
・
１
丁

‐
ｌ
１
ｌ
ｌ
１
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
Ｊ
６
Ⅱ
１
４
■
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－
一 (東京地裁立lll支部から1

》
伽
》
一

南

一

一

らら壱フ南″
″

〃

〃

卜
ｉ
Ｄ
１
Ｉ
４
ｏ
４

’ 第10刑事部伶状部）印
一
一
一
一
‐
一
一
坐
一
一
一
一

く毎 第10刑事部伶状部）

裁判官

〃

ｑ
１
１
４
ｒ
牛
６
４
叶
凸
ｆ
■
■
■
０
９裁判官

〃

〃 〃

(千葉地裁木更津支部から
Ｔ

凸

■

■

■

■

■

■

■

■

日

■

■

■

，

。

ｌ

一

〃 〃

４
０
４
Ｊ
１
１
６

’ 梶と川匡一壷〃 〃

一

一
一
》

〃 〃

〃 〃
I

喬
翔
美

一
一
拷
鋤

谷井

一
ゞ
母

喬

一

谷井″
″

″
″

ぐ
上
り
’
０
匹
■
■
Ｆ
■
Ｐ
Ｆ
１
ｌ
び
り
１
ｊ
■
１
１
１
■
１
０
Ⅱ
Ⅱ
０
■
１
０
△
－
９
０
４
０
０
■
■
０
８
ｒ
ト
ト
画
■
■
Ｐ
ｆ
ｂ
。
■
‐
６
１

″
″

〃

〃

〃 斎 に崇史

＝僅旦蝿挫l=|一一
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｜ ゞ”）

‐壱千三

（第1B刑事部
客部（普涌部）晦日）

●

| ゞ‘‘刑事部(普通部｝裁判官

〃

畢

生卓藤

ｊ
佐

日毎く

裁判官

〃

佐藤卓生●

（総発令I

O刑

新居拓馬

(毎日）

増田啓祐

（京都地裁へ）

坂本好司

中山 知

尾嶋翔一

(毎日）

丸田 顕

梅澤利昭

新居拓馬

(毎日）

渡部市郎

一傍g刑事部から）
坂本好司

中山 知

尾嶋翔一

(毎日）

丸田 顕

梅澤利昭

〃

第12刑事部（租税部）

裁判官

〃

第12刑事部（租税部）

裁判官

I

〃

〃

． 〃

第13刑事部（普通訓

裁判官

〃

〃

〃

〃

第13刑事部（普通部）

裁判官

〃

I

4

（第10刑事部へ）

比舍昌志

(毎日）

坂口裕俊

湯川 亮

重田術之

恨崎家裁へ）

(毎日）

松田道別

栗原 保

船戸宏之

〃 比舍昌志

第14刑事部（普通部） （毎日）

裁判官 坂口裕俊
〃 湯川 亮

惹一国－途〃

傍8民事部から）
第15刑事部（普通部） （毎日）

裁判官 松田道別

〃 栗原 保

〃 船戸宏之

〃 小淨 え

〃

第14刑事部（普通部）

裁判官

〃

I

〃

I

！第15刑事部（普通部）

裁判官

〃

〃

（甲府地裁から）

一

〃 〃

＜兼務発令1
1

！ （中略） 中略）
1

1

第4編支部

第1章堺支部

（裁判官の配置）

4編支部

第1章堺支部

（裁判官の配置） _ i！
一一
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部における裁判官の配置は，次の
曲
■
■
且
■
■
■
■
日
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ⅱ
Ｏ
Ｉ
Ｉ
Ｊ
叶
。
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
０
Ⅱ
Ⅱ
９

第24条堺支部における裁判官
の配置は，次の'第24条堺支

’ とおりとする。とおりとする。●

４
■
』
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ⅱ
Ｊ
Ｂ
９
０
０
ｊ
‐
巳
Ｄ
Ｂ
Ｊ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
７

第1民事部A

裁判官

〃

第1民事部A

裁判官

〃
’ 裕

一

邦田鮴 森木田邦裕

藤野美子

Ｉ 蛯名日奈子〃
〃 ． 蛯名日奈子

_ll 國分 綾

（大阪家裁から)
〃 6漁湯浅徳恵
〃 （兼）村瀬洋朗

I

嫌）湯浅徳恵

嫌）村瀬洋朗

〃

〃

１
１

（東京地裁へ）

I
li& 田雅〃

（山口地裁へ）

唐津祐吾

浅井 翼

ノ

唐津祐

浅井

〃

〃

第1民事部B

裁判官

五
口

〃

〃

I

翼

第1民事部B

(荊橋本都月 裁判官 （鯛木太伸広

（兼務解消）
１
１
１

嫌）木太伸広〃
ー I1

1

－(兼務発令）

(兼）蛯名日奈子

I

(兼）蛯名 日奈子〃 〃

剰陸

（兼務発令l
湯浅徳恵

(兼）船戸容子

村瀬洋朗

I

’湯浅徳恵

嫌）船戸容子

村瀬洋朗

″
″
″

″
″
″

Ｉ

●

９

ｐ

“

１

ｊ

ｑ

ｄ

Ｊ

Ｄ

喝

＆

■

■

Ｆ

ｉ

１

９

Ｉ

Ｐ

も

（兼務解消）

野闘太良 M〃

I

仙口職燭伎部逹L

I
1

_(兼聯累消）

(鋤［+： さほ子山〃

（兼務解消）

（総解箔LI
嫌)唐津祐吾！’ (兼）唐津〃

祐吾〃

一
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■
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■
■
ｐ
日
日
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０
■
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■
０
０
１
１
■
■
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日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
■
０
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年
ｏ
ｅ
０
Ｔ
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Ｇ
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■
●
Ｇ
Ｉ
●
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｂ
ｒ
９
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●

_(兼務発令）

》
》
》
｝
碑
恥
峠

一

一
柴
竹
藤
一
一
一
一
蜷

一
一

木
船

民事部 第2民事部

官判
〃
〃

裁

》
一
一
》
一
一

裁判官

〃

〃

Ｉ

ｉ

第1刑事部 第1刑事部

裁判官

〃

〃

〃

裁判官

〃

〃

〃

１
１

１
４
１
０
１
２
Ｄ
Ｂ
０
日
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
ｌ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
■
■
日
’
０
０
８
０
０
１
１
４
打
駅
岱
Ｄ
０
９
Ｉ
Ｖ
Ｏ
！

‐
●
７
Ⅱ
１
Ｇ
０
ｄ
Ｌ
ｌ昊谷川〃

一
一
一
峠

一
一
蜷

第2刑事部 第2刑事部

裁判官 裁判官

〃 〃

〃

〃

〃

〃さほ子'1' 山
１
１

_蛙畠盤全上 俘都宮地裁から）
ｌ
ｂ
ｌ
Ｌ
ｏ
９
４
・
Ｉ
‐
０
』
９
９
．
９
１
１
■
０
ｊ
Ⅱ
１
１

部に属しなし

裁

､裁判官

判官

〃

〃

〃

部に属しない裁判官

裁判官濱谷由紀

薮 崇司

池田美樹子

今野智紀

濱谷由紀

薮 崇司

池田美樹子

今野智紀

〃

〃

〃

望月一〃
１
１

_<広島地裁へ)
ｰ

関 泰士

杉濱美穂

〃

〃

関 泰士

杉濱美穂

〃

〃

_処盤空旦と

(中略） (中略）
一－

一
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■
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日
■
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日
日
■
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Ｊ
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■
■
■
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■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
●
凸
ｇ
０
■
Ｕ
１
ｆ

第2章 岸和田支

俵畔I事務の分配）

第28条岸和田支部におけ

田支部

或謂｣争携の分、

R桑崖和印 部における裁判事務の分配

:，次のとおりとする。

裁判官 高橋善久

他の裁判官の担当する事件を除くその余の

民事事件及び非訟事件

裁判官 角谷比呂美

（横浜地裁へ）

刑事公判事件(再審請求事件を含む｡ ）の

2分の1

第1回公判期日前の勾留に関する処分事件

の2分の1

医療観察法第33条第1項又は第59条第

1項若しくは第2項の申立てを受けた地方

裁判所の裁判官が行う事務の2分の1

更生保護法第52条第6項の規定による特

別遵守事項の設定又は変更に関する求意見

に係る事務の2分の1

前記事件のほか，他の裁判官の担当する事

件を除くその余の刑事事件

破産事件のうちの同時廃止事件の全部

債権執行事件のうちの配当事件の全部

財産開示及び第三者からの情報取得事件の

は， ，次のとおりとする。

裁判官 高橋善・久

他の裁判官の担当する事件を除くその余の

民事事件及び非訟事件

裁判官 寺田悠亮

当横浜地裁から）

刑事公判事件（再審請求事件を含む。 ）の

2分の1

第1回公判期日前の勾留に関する処分事件

の2分の1

医療観察法第33条第1項又は第59条第

1項若しくは第2項の申立てを受けた地方

裁判所の裁判官が行う事務の2分の1

更生保護法第52条第6項の規定による特

別遵守事項の設定又は変更に関する求意見

に係る事務の2分の1

前記事件のほか，他の裁判官の担当する事

件を除くその余の刑事事件

破産事件のうちの同時廃止事件の全部

債権執行事件のうちの配当事件の全部

財産開示臺住及び第三者からの情報取得事

は，

裁判官

↓中ｌ‐０〃４甲■ＦⅡ’１‐
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■
■
■
■
■
■
■
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■
■
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６
■
ｒ
■
Ｄ
Ｂ
■
１
９
１
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■
Ⅱ
Ⅱ
０
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０
９
１
－
１

I3分の1 件の3分の1

の証誕全箏及び ：z事件の2受

の1

裁判官 佐藤克則

（大阪高裁から）

民事訴訟事件（再審請求事件を含む。 ）の

31分の9

債権執行事件B財産開示事件及び第三者か

らの情報取得事住を除く民事執行事件の3
分の1 ，

民事保全事件の2分の1

保全異議及び保全取消事件の2分の1

小規模個人再生事件及び給与所得者等再生

事件の2分の1

人身保護事件の4分の1

裁判官（代行）山口 士 ’

幟務代行解消)
民事訴訟事件（再審請求事件を含む。 ）の

31分の9

債権執行事件退廷財産開示事件を除く民事

執行事件の3分の1

民事保全事件の2分の1

保全異議及び保全取消事件の2分の1

小規模個人再生事件及び給与所得者等再生

事件の2分の1

人身保護事件の4分の1

1

1

１
１

Ｉ，

↓
一一－

20



一

一←▼一一一一

1訴えの提起前における証拠収集の処分申立 訴えの提起前における湖収集の処分申立

事件の4分の1 事件の4分の1

令状事件の8分の2 令状事件の8分の2

過料事件 過料事件

裁判官 織田佳代 裁判官 織田佳代

民事訴訟事件（再審請求事件を含む。 ）の 民事訴訟事件（再審請求事件を含む。 ）の

31分の4 31分の4

民事保全事件の4分の1 民事保全事件の4分の1 ・

保全異議及び保全取消事件の4分の1 保全異議及び保全取消事件の4分の1

債権執行事料理垂財産開示事件を除く民事 債権執行事件‘_財産開示事件及び第三者か
執行事件の3分の1 らの情報取得事性を除く民事執行事件の3
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冊

人身保護事件の4分の1

訴えの提起前における証拠収集の処分申立

事件の4分の1

令状事件の8分の2

裁判官 高場大地

刑事公判事件（再審請求事件を含む。 ）の

2分の1

第1回公判期日前の勾留に関する処分事件

の2分の1

医療観察法第33条第1項又は第59条第

1項若しくは第2項の申立てを受けた地方

裁判所の裁判官が行う事務の2分の1

更生保護法第52条第6項の規定による特

別遵守事項の設定又は変更に関する求意見

に係る事務の2分の1

配当事件を除く債権執行事件の全部

財産開示及び第三者からの情報取得事件の

3分の2 ．

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

に関する法律第4章に定める保護命令申立

事件，保護命令の効力停止の申立事件及び

保護命令の取消申立事件の3分の2

起訴前の証拠保全事件及び共助事件の全塾

人身保護事件の4分の1

訴えの提起前における証拠収集の処分申立

事件の4分の1

令状事件の8分の2

裁判官 高場大地

刑事公判事件（再審請求事件を含む。 ）の

2分の1 ・

第1回公判期日前の勾留に関する処分事件

の2分の1

医療観察法第33条第1項又は第59条第’

1項若しくは第2項の申立てを受けた地方｛

I

’

裁判所の裁判官が行う事務の2分の1

更生保護法第52条第6項の規定による特

別遵守事項の設定又は変更に関する求意見

に係る事務の2分の1

配当事件を除く債権執行事件の全部

財産開示臺住及び第三者からの情報取得事

件の3分の2

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

に関する法律第4章に定める保護命令申立

事件，保護命令の効力停止の申立事件及び

保護命令の取消申立事件の3分の2

起訴前の証拠保全事件及び共助事件の_旦全
の.1

裁判官 佐藤志保

（大阪地裁から）

Ｉ
』
Ⅱ

９
も
Ａ
ｄ
ｂ
Ｌ
７
》

取得事i
l

■
１
■
可
Ｉ
■
ｌ
Ｑ
６
Ｂ
Ｒ
Ｂ
Ⅱ
Ｕ
ｉ
ｌ
０
ｌ
ｒ
‐
１
‐
Ｐ

ｌ
ｉ
Ｉ
裁判官 三浦裕輔

（福岡地裁へ)

民事訴訟事件（再審請求事件を含む。 ）の 民事訴訟事件

31分の9
T一■ F G 一面■－■一

(再審請求事件を含む。 ）の

一

？
↑
↓
’
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ｉ
Ｂ
Ｕ

31分の9
一
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’
一画

｜
生事件の2分の1

人身保護事件の4分の1

訴えの提起前における証拠収集の処分申立

事件の4分の1

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

等に関する法律第4章に定める保護命令申

立事件，保護命令の効力停止の申立事件及

〔ﾇ保護命令の取消申立事件の3分の1 ．

令状事件の8分のⅡ■■■■■■
■

債権執行事件盈巫財産開示事

執行事件の3分の1

件を除く民事
Ｉ
▲
■
■
■
０
■
■
日
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ⅱ
■
可
ム
リ
△
■
■
Ｕ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
且
■
■
Ｆ
Ｏ
Ｂ
Ⅱ
ｌ
８
Ｕ
－
■
・
凸
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
日
日
１
．
１
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
ｐ
Ｈ
日
Ⅱ
Ｉ
‐
。
ｂ
‐
。
１
，
４
・
■
■
■
■
Ｉ
“
■
■
■
一
■
■
■
■
日
■
１
０
口
■
可
０
日

I

小規模個人再生事件及び給与所得者等再｜ 小規模個人再生事件及び給与所得者等再
生事件の2分の1 生事件の2分の1

訴え"提起前における証拠収集の処分亨立｜ 棚護事伽分の,
人身保護事件の4分の1

訴えの提起前における証拠収集の処分申立
事件の4分の1 事件の4分の1

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護
等に関する法律第4章に定める保護命令申I 等に関する法律第4章に定める保護命令申
立事件，保護命令の効力停止の申立事件及 立事件，保護命令の効力停止の申立事件及
び保護命令の取消申立事件の3分の1． び保護命令の取消申立事件の3分の1 ．

令状事件の8分の1■■■■■ 令状事件の8分の］■■■■■
■■ ■■
l官 今野 藍 裁判官 今野 藍

民事訴訟事件（再審請求事件を含む。 ）の， 民事訴訟事件（再審請求事件を含むb )の

等に関する法律第4章に定める保護命令嘩

立事件，保護命令の効力停止の申立事件及

び保護命令の取消申立事件の3分の1 ．

令状事件の8分の］■■■■■■
■■
裁判官 今野 藍

民事訴訟事件（再審請求事件を含むb )の
31分の9

同時廃止事件を除く破産事件の全部

小規模個人再生事件及び給与所得者等再生

事件を除く再生事件の全部

裁判官 今野 藍

民事訴訟事件（再審請求事件を含む。 ）の

31分の9

同時廃止事件を除く破産事件の全部

小規模個人再生事件及び給与所得者等再生

事件を除く再生事件の全部

会社更生事件，会社整理事件及び特別清算

事件の全部

民事保全事件の4分の1

保全異議及び保全取消事件の4分の1

人身保護事件の4分の1

訴えの提起前における証拠収集の処分申立

事件の4分の1

令状事件の8分の2

商事非訟事件（過料事件を除く。 ）

裁判官 中川正充

令状事件の8分の1■■■■■■■

△
９
１
０
Ｇ
日
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ⅱ
１
１
１
９
’
十
▲
■
日
■
■
■
且
■
■
■
■
ｌ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
日
日
■
■
日
日
■
ｆ
０
１
．
１
日

1

I

会社更生靴会社整理事件及州別清算｜事件の全部

民事保全事件の4分の1

保全異議及び保全取消事件の4分の1

1

’
人身保護事件の4分の1

訴えの提起前における証拠収集の処分申立

事件の4分の1

令状事件の8分の2

商事非訟事件（過料事件を除く。 ）

裁判官 中川正充 ・

令状事件の8分の]■■■■■■■

I ！

！

１
１

(中略） (中略）
↑
１
，
１

第5編 管内簡易裁判所

第1章 大阪簡易裁判所

（係の設置）

第31条第1民事室に民事公判第1から第

まで及び第20から第旦_且までの各係を，

民事室に民事特殊事件係を，第3民事室に

’ 所lﾉﾂ間

坂簡易

(1糸の敲直

31，条集

まで及び胃

1から第18

各係を，第2省-1糸を，第2 1

民事室に調停！
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霧繍撫撫'鮒蕊鰯駕壼顯｜
｜ ゞ置、

（中略）

｜仲略）

溌
少０ｒＤＪＪ０Ｕ■■■■■■■■■■■■■■■■■９，１０

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
且
ｑ
ｒ
０
０
１
４
Ｉ
Ｂ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｄ
Ｉ
ｌ
ｉ
７
４
１
ｌ
０
Ｌ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
”
■
■
■
Ⅱ
Ｕ
０
１

ｄ
０
Ｆ
ｒ

印
画
■
■
０
ａ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
日
日
■
０
Ⅱ
０
■
Ⅱ
？

Ｌ

ト
ー
Ｉ
上
■
■
巳
争
■
■
日
■
■
■
■
■
■

●

■
■
ｆ
ｌ
Ｕ
Ｏ
０
８
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
‐
ｊ
０
ｊ
虹

ソ】喪

判吉が．それぞれ代理する。

1

’
2条，第‘

(中略） (中卿

（第5編（管内簡易裁判所）第1章第32条，第

34条第1項，第35条第1項，第36条，第3

8条第1項及び第39条第1項）

別表5

大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日割

〈第5編（管内簡易裁判所）第1章第3

34条第1項，第35条第1項，第36

8条第1項及び第39条第1項)

別表5

大阪簡易裁判所の裁判官の配置及びI

I6条，第3

1
ぴ開廷日割I

I

’

第1
1

民事公判係 第1民事公判係

第1係(月水金） 裁判官

第2係(月水金） 〃

〃

第1係(月水金） 裁判官

第2係(月水金） 〃

山

三

本 猛

木健治

山本 猛

三木健治

秋田正之

劃
洞
利
刺

水
火
火
火

月
月
月
月

Ｉ
Ｉ
く
く

係
係
係
係

３
４
、
５
６

第
第
第
第

伸
剛
・
鮴
雛

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

紬
航
跡
航

偶
明
明
俔

係
係
係
係

３
４
５
６

第
第
第
第

浩I正
卓
澄
庫

〃

〃

〃

〃

浩
司
清
敏
弘

一
》
一
一
一

正
卓
澄
庫

内
馴
本
宮

竹
長
松
荊

〃

〃

〃

〃

司
清
敏

1
1

I

〃

｜
ウ

第7係(月水金）
《

第8係休）

小林 司第7係(月水金） 〃〃

竜ノ 岩見沢簡裁へ

寺田俊弘

|農事 貢

第8係休）″
″

〃

｜
｜
1 - - -

]歌山湯、

狄競正之〃
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６
口
■
Ⅱ
皿
■
垂
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
１
Ｉ
ｒ
１
．
■
■
■
■
Ｉ
■
■
■
■
■
且
■
■
■
Ⅱ
Ⅱ
■
■
■
０
ザ
Ｌ
０
Ｌ
９

６
Ｉ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
ｑ
１
日
９
Ｉ
０
ｐ

Ｉ
１
■
９
１
“
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
・

ｂ
９
０

Ｏ
Ｂ
■
■
■
■
■
■
且
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
６
６
■
Ｕ
Ⅱ
１
１
Ｊ
・
■
■
■
■
ｇ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ⅱ
Ｕ
Ｐ
Ｉ
１
１
‐
’
ゆ
り
や

一

第
第
第

Ｆ
ｉ
ｌ
ｌ
，
！
ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
‐
‐
ｉ
ｌ
ｌ
－
‐
１
１
１

一～~ヂヰニ

－－

Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
ｉ
０
Ｄ
０
Ｉ
Ｉ
Ｉ
。
■
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
Ｔ
Ｉ
０
Ｊ
ｊ
０
０
ｊ
■
Ⅱ
日
日
日
日
日
日
８
７
日
Ｉ
リ
ー

エ民事公判第2係へ）
岩本
一

１
９
０

●
●
■
ご
■
口

〃

森 健児〃

（西郷簡裁へ)
原 祥〃

椋丹後簡裁へ）

第9係(水金）

第10係(月火木）

巽 信裕

伊藤知広

係(水金）

0係(月火木）

９
１

〃 巽 信裕

伊藤知広

″
″〃

〔雑〉小 司〃

峠
缶

岡
西

一

第11係(月水金） 11係(月水金）〃
西田文則

倣方簡裁から）

岡平耕治

西前行雄

山本泰博

〃
０
？
。
■
■
■
■
■
■
Ｂ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
ｒ
ｆ
■
・
Ｔ
ｌ

第12係(月火木）

第13係(月水金）

第12係(月火木）

第13係(月水金）

〃

″
″
″

〃

（伊勢簡裁から）
I

第14係(月火木） 三浦 恵 第14係(月火木）〃 三浦 恵〃

１
１
１
１
４
１
‐
，
▲
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
凸
■
、
■
ご
ｇ
９
６
Ｐ
ｌ
６
Ｊ
Ｏ

》
甥
一
一
第
一
Ｉ辨民く

″
″

第15係(月火木） 中山一応 第15係(月火木）〃

（民事特殊事件係へ)

勝川好夫

伏山簡裁へ）

第16係(月水金） 第16係(月水金）〃ｊ
Ｉ
ｉ
４
９
４
ｑ
町
△
０
‐
６

係
係
係

７
８
０

１
１
２

第
第
第

(月火木）

(月水金）

(月火木）

大迫隆二

谷野 淳

武田雄二郎

(羽曳野簡裁へ1

第
第
第

17係(月火木）

18係(月水金）

20係（月火木）

二
淳
子
一
・

一
一
睡

隆迫
野
大
谷

〃 〃

リ
〃 〃

〃 〃

第21係(月水金） 瀧 勝子川 第21係(月水金）〃 〃

〃

伶状係から）
第22係(月火木） 〃 第i辰巳 晃 22係(月火木） 〃

〃嫌）

民事特殊事件係（即決和解

保全，非訟等） （毎日）

裁判官嫌）

〃

辰己 晃

閑． 」仁一
一

一(兼務発令)

公示催告，督

内藤裕之

I

１
１

I

公判第16係へ

第2民事特殊事件係（即決和解，公示催告，督

促，保全，非訟等） （毎日）

裁判官（兼）内藤裕之

第2

促，

，

一
÷ 子一
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■
■
■
■
■
■
Ｕ
ｈ
Ｄ
ｑ
ｆ
１
Ｊ
■
ｆ
』
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｂ
Ｕ
Ｇ
■
卜
‐
Ｉ
▲
■
■
■
凸
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
日
日
■
０
０
Ⅱ
１
９
ヶ
命
ｑ
。
■
ｂ
凸
■
■
８
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
日
日
■
■
、
‐

一

－△ 一一
▲
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
ｉ
ｌ
１
１
ｊ
９
１
２
Ｉ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
１
１
１
リ
ー
Ｉ
Ｉ
ｕ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
７
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｊ
ｆ
ｏ
Ｉ
ｌ
Ⅱ
８
１
０
Ⅱ
Ｉ
Ⅱ
１
０
Ⅱ
１
１

O菫和田簡裁から）
佐藤有司

柏木富美夫

佐藤有司

柏木富美夫

佐伯美保

松野勝徳

″
″
″
″

〃

〃

〃

〃

佐伯美保

松野勝徳

｡

_(広島簡裁から1
ｌ
ｌ
ｊ
Ｂ
ｇ
９
ｂ
ｌ
８
Ｂ
■
■
■
ｌ
Ⅱ
Ⅱ
日
日
■
Ⅱ
８
９
１
１
１
リ
ー

１
１

１

_(伏見簡裁かり
加醗 侭〃

１
９
‐
卜
Ｐ
ｊ
１
ｒ
６
■
且
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ⅱ
Ｕ
ｉ
Ｉ
Ｄ
‐
４
１

１

１

０

Ｆ

も

１

口

Ｈ

Ｉ

Ｖ

荻賀簡溺

久 保陥 俊〃

一
一
や

一
一

ｊ
ｊ
嫌
嫌

嫌）大迫隆二

嫌）谷野 惇

〃

″
″
″

〃
１
１

（兼)武田雛二郎〃

一
一

第3調停係

第1係

(毎日） 第3 調停係 (毎日）

裁判官 第1係 裁判官 1

湯等簡裁ズ
』

1

1
1 一
一
一
一
一

第2係 倉田孝雄 係
係

２
．
３

第
第

″
″
″

〃

〃

J

，

第3係 藤田敏之
民事公 I鍋15係へ）

第4係 木花 第4係弘 〃

（伏見簡裁へ） ’
1

第5係 〃

第4刑事公判係

第1係（月水木)裁判官

第2係（月水木） 〃

第5略式係（毎日）

（1）普通略式係裁判官
〃

〃

親治小川 第5係

第4刑事公判係

〃

）裁判官（兼）辻 秀樹

） 〃 並木正男

日）

裁判官 辻 秀樹i

〃 嫌）並木正男 ｜

’' (兼'上 I

ｆ

Ｆ

０

Ｉ

４

Ｐ

Ｉ

ｆ

↑

１

９

１

１

Ⅱ

７

１

１

０

１

巳

９

６

１

１

１

１

０

１

１

Ⅱ

４

１

９

‐

１

１

１

１

Ｊ

４

Ｉ

Ｌ

Ｉ

０

１

１

９

ｆ

０

ｌ

ｊ

■

Ｉ

ｊ

９

１

Ｉ

４

Ｉ

４

Ｌ

９

－－
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■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
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■
日
■
ｑ
↑
４
４
：
ｆ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
日
日
■
Ⅱ
Ⅱ
Ｒ
Ⅱ
日
Ⅱ
日
日
■
Ⅱ
■
ｎ
日

(兼)西山 明 〃

↓
も
Ｉ
４
ｇ
Ｃ
０
Ｉ
■
６
■
■
Ｕ
凸
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｂ
Ｆ
０
１
９
Ｄ
０
０
△
■
卜
‐
‐
１
１
“
■
■
、
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
ｏ
ロ
ー
！
？
０
ケ
■
■
日
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ⅱ
０
，

（兼務解消） 傲務発令）
〃 〃Kノ ’千

_f禰辮鞘) （兼務発令)
●

(談)吉田 進〃 〃

’
‐_(兼務解消）

(2)交通即決略式係

裁判官 木崎 正

〃 高山尚之

（岐阜簡裁へ）
第6令状係（毎日）

！

（兼務発令）

(2)交通即決略式係

裁判官

〃

木崎 正

植一田 84志
那覇簡裁から）

I

第6令状係（毎日）

裁判官 （兼)村越一浩 裁判官（調村越一浩
I

兼） 村 漁）後〃 己〃
I

（兼務解消） (兼務発金】
子〃 〃

’
1

（兼務解消） 嫌務発令）
(榊荒木精一〃 〃

’嫌務解消1 （兼務発令）
〃 〃

（兼務解消） 鎚務発令）
〃 〃I

（兼務解消) _(兼務発令）
I

I恒光直枯〃 〃
1

（兼務解消）

嫌)井谷 喬

（韮務発令）
〃 嫌）井谷 喬″

″
戸

)牧野 〃

ー(兼務解卿

(兼)水谷 翔

(兼)森 朋美

1兼務発令）

〃 （調水谷 翔

〃 嫌）森 朋美

〃

〃

－.僚務発令）
●
６
９
１
や
１
１
４
■
Ｄ
■
ｑ
Ｆ
Ｕ
ｄ
９
１
Ｉ
Ｕ
ｑ
ｌ
・
ｐ
Ｈ
凸
旧

I
１
１

》
一久．保隆俊〃 〃画

田中清道 松尾真＝〃 〃

民事公判第7係へ

西山 剛
一 舩越英函

〃 〃

一
一 雲一塗

〃 〃
1－－
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q

幸

’ …亘
吉田 進

｜
’

〃

民事公判第20係へ）
《
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ⅱ
Ｂ
８
７
Ｄ
‐
ｄ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
８
１
Ⅱ
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
８
１
口
１
Ｊ

” 嫌)並木蕊｜〃 嫌）辻

第2章 堺簡易裁判所

（裁判事務の分配）

第43条堺簡易裁判所における裁判事務の分配

は，次のとおりとする。

裁判官 血多誠次

〃 （兼)並木正男

〃 （荊辻 秀樹

第2章 堺簡易裁判所

（裁判事務の分配）

第43条堺簡易裁判所における裁判事務の分配

は，次のとおりとする。

裁判官(ｲ留了)久保隆俊

（職務代行解消）

民事訴訟事件の&分のl

民事少額訴訟事件D_g分の1

少額訴訟債権執行に関する事件のβ分の1
民事調停事件の20分の17

I
I

１
１
Ｉ

民事訴訟事件の5分の2

民事少額訴訟事件の5分の2

少額訴訟債権執行に関する事件の5分の2
I

’ 民事保全事件の』0分の4

民事雑事件の3分の1
交通切符（三者即日処理方式）による略式

命令事件を除く刑事略式命令事件（待命）

の5分の2

刑事雑事件の3‘jの1

民事保全事件の－5分の2

民事雑事件の5分の2

交通切符（三者即日処理方式）に

命令事件を除く刑事略式命令事件

よる略式

(待命）I

１
１
１

の5分の2

刑事雑事件の5分の2
１

刑事事件

裁判官 立川唱寛

民事訴訟事件の.5分の2
民事少額訴訟事件の5分の2

少額訴訟債権執行に関する事件の旦分の2
督促事件（支払督促申立却下処分に対する

異議事件，仮執行宣言の申立却下処分に対

する異議事件及び地方裁判所の管轄に属す

る事件の不適法督促異議事件）

公示催告事件

艮畉和解事件

民事過料事件

民事保全事件の旦分の3

民事雑事件の5分の2
刑事公判事件

裁判官 立川唱寛

民事訴訟事件の3分の1

民事少額訴訟事件の3分の1

少額訴訟債権執行に関する事件の3分の1
督促事件（支払督促申立却下処分に対する

異議事件，仮執行宣言の申立却下処分に対

する異議事件及び地方裁判所の管轄に属す

る事件の不適法督促異議事件）

公示催告事件

即決矛癖事件

民事過料事件

民事保全事件の当10分の3

民事雑事件の3分の1 ．

刑事公判事件

’

０
４
６
ワ
サ
Ｉ
Ｄ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
７
０
９
１
１
０
１
０
Ⅱ

1

I
Ｉ

Ｉ

ｌ

ｉ

４

０

Ｊ

ｑ

０

１

６

’

■

及び刑些畠式命令事件（待命）
I

除く刑事略式命令事件の10分の1’
－－1

一

一一一一
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←－－

当該裁判官の関与したＩ

Ｉ

刑事正式裁判事件（当該裁

略式命令事件を除く。 ）

（

略式命令事件を除く。 ）

交通切符（三者即日処理方式）による略式

命令事件

刑事雑事件の5分の2

裁判官(代行)森本幸治
（職務代行発令）

民事訴訟事件の旦全空_L

民事少額訴訟事件の旦全竺上

少額訴訟債権執行に関する事件の-5分の1

I

’交通切符（三者即日処理方式）による略式

命令事件

刑事雑事件の3分の1

裁判官 前多誠次

１
１１

１

１

f

I民事訴訟事件の_旦分のl

民事少額訴訟事件の3分の1

少額訴訟債権執行に関する事件の3分の1

民事調停事件のZQ分の3

民事保全事件の10分の3

民事雑事件の3分の1

交通切符（三者即日処理方式）による略式

命令事件を除く刑事略式命令事件（待命）

の旦分の3

交通切符（三者即日処理方式)による略式

’

’
I

民事雑事件の5分の1

交通切符（三者即日処理方式）による略式

命令事件を除く刑事略式命令事件（待命）

の5分の1

１

４

■

Ｉ

ｆ

ｐ

I

↑

’
命令事件及び刑事略式命令事件(待命）を

除く刑事略式命令事件の10分の9

一
雌

』》 刑事雑事件の5分の1

一
》
民事調停事件の2分の1

’

交通切符(三者即日処理方式Lによる略式I

祠令 を防 略式命事件（待1

の5分の1

I

命令事ｲ牛及び刑事略式命令事件（待倫｜
I

一
》I

記事；凋停事件の2分‘
’■

’
1

前令事件を除く刑

の5分の1

尿く刑 式命令牛の21
－←－

一e－－Q－

－－－－◇－
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｢熟菅昌蝿亙ﾆー
。(兼務解消）

民事保全異議及び取消事件

'第3章岸和田簡易裁判所

|仲略，
（裁判事務の分配）（裁判事務の分配）

第

~ I 裁判官一(兼l藤野美子
当総発令）

民事保全異議及び取消事件

第3章岸和田簡易裁判所
口

(中略）
i

’47条岸和田簡易裁判所における裁判事務の

分配は,次のとおりとする。

裁判官 村岡 寛
（大阪簡裁へ）

民事訴訟事件（再審請求事件を含む。 ）の

．2分の1

民事少額訴訟事件

民事調停事件

督促事件（支払督促申立却下処分に対する

異議事件，仮執行宣言の申立却下処分に対

する異議事件及び地方裁判所の管轄に属す

る事件の不適法督促異議事件）

公示催告事件

民事過料事件

民事保全事件

即決糊累事件

少額訴訟債権執行に関する事件

民事雑事件

刑事正式裁判事件

令状事件

他の裁判官の担当する事件を除くその他の｝

（裁判事務の分配）

第47条岸和田簡易裁判所における裁判事務の

分配は，次のとおりとする。 ’’ 裁判官 福田ノ、 美

（大阪簡裁から1

民事訴訟事件（再審請求事件を含む。 ）の

2分の1

民事少額訴訟事件

民事調停事件･

督促事件(支払督促申立却下処分に対する

異議事件，仮執行宣言の申立却下処分に対

する異議事件及び地方裁判所の管轄に属す

る事件の不適法督促異議事件）

公示催告事件

民事過料事件

民事保全事件

E朕和解事件

少額訴訟債権執行に関する事件

民事雑事件

刑事正式裁判事件

令状事件．

他の裁判官の担当する事件を除くその他の‘

｛

０
■
１
ヶ
Ｂ
海
口
■
■
■
９
■
■
■
■
■
■
９
Ｂ
Ｅ
Ｐ

1
1

I

民事事件 民事事件

他の裁判官の担当する事件を除くその他の

刑事事件

裁判官（代行）苅谷 誠

民事訴訟事件（再審請求事件を含む。）の

2分の1

刑事公判事件

刑事略式命令事件

他の裁判官の担当する事件を除く

刑事事件

裁判官（代行）苅谷 誠

民事訴訟事件（再審請求事件を含

2分の1 ．

刑事公判事件

刑事略式命令事件

交通待命（切符）略式命令事件

更生保護法第52条第6項の規定

別遵守事項の設定又は変更に関す

む

その他の

Ｂ■■■Ｆ１

虫
『
，
』
！
。
■
１

。 ）の宙

‐

翌待命（切符）略式命令事件

主保護法第52条第6項の規ヌ

堂守事項の設定又は変更に関乏

による特

る求意見

29



F顧る錐~‐

|仲卿
|第噛その他の簡易裁判所
（裁判官の配置及び事務の分配）

第51条大阪簡易裁判所，塀簡易裁判所及び岸

|壼瀞霊雛蹴嚇
(1)大阪池田簡易裁判所

裁判官 森本幸治

民事事件

代行裁判官の担当する事件を除くその他の

刑事事件

裁判官（代行1噸 正一

f嘩垂4や劣藷里辿I

~1－…に係る難

（中略）

第4章 その他の簡易裁判所

'第獺官駕繍駕易裁判所及“和田簡易裁判所を除くその他の簡易裁判所にお｝

; 駕荊事獅側±細’
ける裁判官の配置及び裁判事務の分配は，次の‘

とおりとする。

(1)大阪池田簡易裁判所

●

裁判官 森本幸治

民事事件

代行裁判官の担当する事件を除くその他の

刑事事件

１Ｂ９ｒ０ｐＩ・ｅｆｉ８ｇ■日日日８ⅡⅡ■０日日ⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡⅡ■

凸
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ｈ
Ｉ
Ｂ
Ｉ
ｊ
７|…

官_《代行）上 宏

－(職務代行熊消）

刑事正式裁判事件（公職選挙法違反事件及

び当該裁判官の関与した刑事略式命令事件

を除く。 ）

刑事略式命令事件のうち，公職選挙法違反

事件

(2)豊中簡易裁判所

裁判官 富田孝明

民事事件

刑事正式裁判事件（当該裁判官の関与した

刑事略式命令事件を除く。 ）

代行裁判官の担当する事件を除くその他の
刑事事件

（職務代行発令）．

刑事正式裁判事件（公職選挙法違反事件及

び当該裁判官の関与した刑事略式命令事件

を除く。 ）

刑事略式命令事件のうち，公職選挙法違反

事件

(2)豊中簡易裁判所

裁判官 富田孝明

民事事件

刑事正式裁判事件（当該裁判官の関与した

刑事略式命令事件を除く。 ）

代行裁判官の担当する事件を除くその他の

刑事事件

裁判官(代行)舩越葵明

反

1

1

1

’

９
１
９
Ｆ
巳
８
め
い

ｆ
ざ
Ｊ
ｉ
Ｆ

4
』

I

、
‐
も
■
■
，
■
■
‐
、
ｒ
■
■
日
日
ら
日
日
Ｂ
７
Ｆ
Ｂ
Ｂ
Ｈ
Ⅱ
■
ｉ
９
ｂ
ｐ
■
且
Ｉ
Ｈ
Ｂ
ｕ
Ｂ
９
０
Ｑ
７
Ｉ
ｏ
９
０
８
ａ
ｇ

裁判

三職務代行解消）

富田裁判官の関与した刑事略式命令事件に

対する刑事正式裁判事件

刑事略式命令事件のうち，公職選挙法違反

事件 ．

(3)吹田簡易裁判所

裁判官 白崎省吾

民事訴訟事件の3分の2

民事訴訟事件を除くその他の民事事件
代行裁判官の担当する事件を除くその他の

の

他

鮴麺

． ー脳迩全と
富田裁判官の関与した刑事略式命令事件に

対する刑事正式裁判事件

刑事略式命令事件のうち，公職選挙法違反

事件 ．

(3)吹田簡易裁判所

裁判官 白崎省吾

民事訴訟事件の3分の2

民事訴訟事件を除くその他の民事事件

代行裁判官の担当する事件を除くその他の

っ

や

０
Ⅱ
■
■
０
１
日
』
Ⅱ
‐
。
。
Ｕ
’
４
６
９
日
‐
４
。
■
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－

| 裁

｜
｜
I

刑事事件

裁判官（代行）佐藤有司

民事訴訟事件の3分の1

令状事件の5分の1

刑事事件

裁判官（代行）佐

瀬潔

藤

の

串
■
▽

０
６
■
■
Ｉ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
厘
■
■
■
■
■
■
■
■
Ⅱ
０
■
リ
グ
レ

△
Ｆ
４

有

3分の

司

1

1

卿Iz 髄】菫

刊畢鴎

を除く勤ｰ〉

鞘
一

Ａ
ｒ
ｆ

◇
．
Ｉ

裁判官 ｲ財了）吉 進

（職務代行解消）

事正式裁刊

一
口
一
一

１

１

０

１

０

．

１

４

９

◇

ｂ

Ｉ

ｇ

ｏ

Ｊ

Ｉ

７

４

０

ｂ

Ｉ

９

皇往

(4)茨木簡易裁判所

裁判官 中村玄介

民事訴訟事件の3分の2

民事訴訟事件を除くその他の民事事件

代行裁判官の担当する事件を除くその他の

刑事事件

裁判官（代行）松野勝徳

民事訴訟事件の3分の1

刑事公判事件

刑事正式裁判事件(公職選挙法違反事件及

び当該裁判官の関与した刑事略式命令事件

を除く｡ ）

刑事略式命令事件のうち，公職選挙法違反

事件

令状事件の5分の1

(5)東大阪簡易裁判所

裁判官 仙波啓欲

民事事件の2分の1

刑事正式裁判事件（当該裁判官の関与した

刑事略式命令事件を除く。 ）の2分の1

刑事正式裁判事件以外の刑事事件の2分の

(4)茨木簡易裁判所

裁判官 中村玄介

民事訴訟事件の3分の2

民事訴訟事件を除くその他の民事事件

代行裁判官の担当する事件を除くその他の

．刑事事件

裁判官(代行)松野勝徳

民事訴訟事件の3分の1

刑事公判事件

刑事正式裁判事件(公職選挙法違反事件及

び当該裁判官の関与した刑事略式命令事件

を除く。 ）

刑事略式命令事件のうち，公職選挙法違反

事件

令状事件の5分の.1

(5)東大阪簡易裁判所

裁判官 仙波啓次

民事事件の2分の1

刑事正式裁判事件.(当該裁判官の関与した

刑事略式命令事件を除く。 ）の2分の1

刑事正式裁判事件以外の刑事事件の2分の

1

裁判官 新屋眞宏

民事事件の2分の1
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日
日
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■
１
０
Ⅱ
ｄ
ｏ
●
。
Ｉ
ｆ

刑事正式裁判事件（当該裁判官の関与した

刑事略式命令事件を除く。 ）の2分の1

刑事正式裁判事件以外の刑事事件の2分の

．~－~…ー 1刑事正式裁判事件（当該裁判官の関与した，
刑事略式命令事件を除く。 ）の2分の1

刑事正式裁判事件以外の刑事事件の2分の
1

方簡易裁判所

官 神谷'義彦

一睦雌裁空皇L
民事訴訟事件の3分の1

民事少額訴訟事件の2分の1

民事調停事件の2分の1

民事過料事件の2分の1

民事保全事件の2分の1

令状事件の5分の2

刊事正式裁判事件（当該裁判官の関与した

刊事略式命令事件を除く。 ）の2分の1

刊事正式裁判事件以外の刑事事件の2分の
1

刑事正式裁判事件（ミ

刑事略式命令事件を陽

刑事正式裁判事件以外

1

（6）枚方簡易裁判所

裁判官 幽墓
一(大阪簡裁か

民事訴訟事件の3分の

民事少額訴訟事件の2

民事調停事件の2分の

民事過料事件の2分の

民事保全事件の2分の

令状事件の5分の2

刑事正式裁判事件（当

刑事略式命令事件を除

刑事正式裁判事件以外

1

(6)枚方簡易裁判所

裁判官 西田文則

伏阪簡裁へ）

民事訴訟事件の3分の1

民事少額訴訟事件の2分のi

民事調停事件の2分の1

民事過料事件の2分の1

民事保全事件の2分の1

令状事件の5分の2

刑事正式裁判事件（当該裁判官の関与した

刑事略式命令事件を除く。 ）の2分の1

刑事正式裁判事件以外の刑事事件の2分の
・ 1

錨判官 小川正照

民事訴訟事件の3分の1

民事少額訴訟事件の2分の1

民簿謂剛亭事件の2分の1

民事週1s檸件の2分の1

民事保全事件の2分の1

令状事件の5分の2

刑事正蛾判事件（当瞬群判官の関与した

刑事略式命令割牛を除くも ）の2分の1

刑事正式裁判事件以外の刑事事件の2分の
1

裁判官（代行）佐伯美保

民事訴訟事件の3分の1

即決和解事件

督促事件伎払督促申立却下処分に対する

異議事件，仮執行宣言の申立却下処分に対

’ 裁判官 小川正照民事訴訟事件の3分の1

民事少額訴訟事件の2分の1

民事調停事件の2分の1

民事過料事件の2分の1

民事保全事件の2分の1

令状事件の5分の2

刑事正式裁判事件（当該裁判官の関与した

刑事略式命令事件を除く。）の2分の1

刑事正式裁判事件以外の刑事事件の2分の
1

裁判官（代行)佐伯美保

民事訴訟事件の3分の1

即決和解事件

督促事件（支払督促申立却下処分に対する

異議事件，仮執行宣言の申立却下処分に対

する異議事件及び地方裁判所の管轄に属す

る事件の不適法督促異議事件）

民事特殊事件（民事保全事件を除く。 ）

令状事件の5分の1

(7)富田林簡易裁判所
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する異議事件及び地方裁判所の管轄に属す｜
る事件の不適法督促異議事件） ‘

ロ

民事特殊事件（民事保全事件を除く。 ）

令状事件の5分の1

（7） 富田林簡易裁判所

裁判官 苅谷 誠

民事事件
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裁判官 苅 谷 誠

民事事件
一一－一一
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代行裁判官の担当する事件を除くその他の

刑事事件
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．
．
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代行裁判官の担当する事件を除くそあ伽｜
刑事事件・

● 凸
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
ｐ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
０
Ｌ
６
ｒ
Ｏ
Ｌ
■
■
１
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■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
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？
■
Ｄ
■

裁判官(代行）大 裁判官（代行）宮部 鯰

（職務代行解消）

刑事正式裁判事件（公職選挙法違反事件及

び当該裁判官の関与した刑事略式命令事件

を除く。 ）

刑事略式命令事件のうちj公職選挙法違反

事件

(8)羽曳野簡易裁判所

裁判官 大家嘉朗

－1本雌蕊全土

民事事件

代行裁判官の担当する事件を除くその他の

刑事事件

（職務代行発令）

刑事正式裁判事件（公職選挙法違反事件及

び当該裁判官の関与した刑事略式命令事件

を除く。 ）

刑事略式命令事件のうち，公職選挙法違反

事件

(8)羽曳野簡易裁判所

裁判官 武田-.雄二郎

（大阪簡裁から}

民事事件

代行裁判官の担当する事件を除くその他の
刑事事件

し

’
裁判官（代行）久保隆俊 裁判官(代行)松尾頁・一

q雛代行解消）

刑事正式裁判事件(公職選挙法違反事件及

び当該裁判官の関与した刑事略式命令事件

を除く。 ）

刑事略式命令事件のうち，公職選挙法違反

事件

(9)佐野簡易裁判所

裁判官 渡邊眞司

民事事件

代行裁判官の担当する事件を除くその他の

刑事事件

裁判官（代行)付岡 麓

(職務代行発令）

刑事正式裁判事件（公職選挙法違反事件及

び当該裁判官の関与した刑事略式命令事件

を除く。 ）

刑事略式命令事件のうち，公職選挙法違反

事件

(9)佐野簡易裁判所

裁判官． 渡邊眞司

民事事件

＃

代行裁判官の担当する事件を除くその他の’

刑事事件

1

裁判官(代行)福田 ﾉ、

（職務代行解消）

刑事正式裁判事件(公職選挙法違反事件及
び当該裁判官の関与した刑事略式命令事件

を除く。 ）

刑事略式命令事件のうち，公職選挙法違反

事件

‐蝋務代行発令)

刑事正式裁判事件（公職選挙法違反事件及

び当該裁判官の関与した刑事略式命令事件

を除く。 ）

刑事略式命令事件のうち，公職選挙法違反

事件

＃

1

1

｜
’

１
１

、

(中略） (中略）

第6編 司法行政事務の代理順序

（司法行政事務の代理）

第54条所長に差し支えがある場合の司法行政

第6編 司法行政事務の代理順序

（司法行政事務の代理）

第54条所長に差し支えがある場合の司法行政 i
I

一一
一ｰ→－－－局” や守一尋一一
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I… 事務を代理する者の

| 第1順位 裁判
’ 第2順位 裁判

' 2電麓長‘難
|藷麓す蓄‘野
第2順位 裁判

| 第3順位 ”ヨ
l 3岸和田支部長に差1

1篭代雪

支部長に差し支え

第1順位 裁判

ｰ÷‐÷一一＝

事務を代理する

第1順位 裁

第2順位 裁

第3順位 裁

2堺支部長に差

務を代理する者

第1順位 裁

第2順位 裁

第3順位 裁

第2順位 裁

唄序は,次C

Q

珂罐秘

何一 周聖 活

ある場合の司法行政事

次のとおりシ寸島一

がある場合の司法行政事

'代理する者の順序は,次のとおりとする。

順位裁判官木太伸広

順位 裁判官 柴田厚司

偵位 裁判官安永…武央
和田支部長に差し支えがある場合の司法行

務を代理する者の順序は，次のとおりとす

ｆ
ｇ
江
口
９
０
■
日
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
甲
ｉ
副
‐
も
ご
屯
号

、
‐
□
β
０
』
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｄ
ｅ
６
ｇ
８
‐ ｌ

Ｉ
Ｉ

判官柴田厚司

第3順位 裁判官童_杢一季_産
3岸和田支部長に差し支えがある場合の司法行
政事務を代理する者の順序は，次のとおりとす

る。

第'順位 裁判官 中川正充

第2順位 裁判官僅藤 克一則
4部の事務を総括する裁判官に差し支えがある

場合の司法行政事務は，その部に属する裁判官

が，第2編BI俵1,第3編別表3又は第4編第

24条記載の順序により，代理する｡

5大阪簡易裁判所の司法行政事務を掌理する裁

判官に差し支えがある場合の司法行政事務を代

理する者の順序は，次のとおりとする。

第’順位 裁判官 寺田；俊弘

第2順位裁判官趣武高行
6堺簡易裁判所の司法行政事務を掌理する裁判
官に差し支えがある場合の司法行政事務を代理

する者の順序は，次のとおりとする。

第’順位裁判官 前多誠次

第2順位 裁判官 立川唱寛
7岸和田簡易裁判所の司洪行正ｹ菫謹参堂唖寺ス，

法行

岸和田簡易裁判所の司法行政事務を掌理する！

官 中川正充

第2順位 裁判官倉谷比呂萎
4部の事務を総括する裁判官に差し支えがある

場合の司法行政事務は，その部に属する裁判官

が，第2編別表1，第3編別表3又は第4編第

24条記載の順序により，代理する。

5大阪簡易裁判所の司法行政事務を掌理する裁

判官に差し支えがある場合の司法行政事務を代

理する者の順序は，次のとおりとする。

第1順位裁判官 寺．田俊弘

第2順位 裁判官萱谷義彦
6堺簡易裁判所の司法行政事務を掌理する裁判

官に差し支えがある場合の司法行政事務を代理

する者の順序は，吹のとおりとする。

第1順位 裁判官 前多誠次

第2順位裁判官 立川唱寛

7岸和田簡易裁判所の司法行政事務を掌理する

裁判官に差し支えがある場合の司法行政事務を

判官に畠

理する渚

第1順位

’
! 雪鱈
5大阪侭

』

’
I
f

I

裁判官に差し支えがある場合の司法行政事務を

代理する者は，次のとおりとする。

裁判官鎮田人灸
8東大阪簡易裁判所の司法行政事務を掌理する

裁判官に差し支えがある場合の司法行政事務を

代理する者は，次のとおりとする。

裁判官 新屋眞宏

I

代理する者は，次のとおりとする。

裁判官杜岡 寛 ｜
東大阪簡易裁判所の司法行政事務を掌理する

裁判官に差し支えがある場合の司法行政事務を

代理する者は，次のとおりとする。

裁判官 ，新屋眞宏 l

枚方簡易裁判所の司法行政事務を掌理する裁；

判官に差し支えがある場合の司法行政事務を代

理する者の順序は，次のとおりとする。

裁判官小川正照 ｝

8

の

9 9枚方簡易裁判所の司法行政事務を掌理する裁｜

判官に差し支えがある場合の司法行政事務を代i

理する者の順序は，次のとおりとする。

裁判官 小川正照 ’

↓

’
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(月慨 1）

事務分配及び裁判官の配置等規程変更 (案）

伶和3

伶和

年3月29日諮問）

3年4月1日実施）
－－▲

｜ ー 現 一一行

''篤編体駕h親憲第卿|別表‘

（中略）

第2民事部（租税・行政部） （月火水金）

裁判官 森鍵

〃 日比野 幹

〃 田辺暁志｜
〃 岡田総司

〃 豊臣亮輔

コニニーー 変 更

卜鮮《本庁民事訓ゞ
。

Ｔ

８

０

凶

６

“

１

“

二
綿卿１
｜
輔０１

後

3

裁判官の配置及び開廷日割

(中略）

■
■
巳
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
も
９
６
６
日
１
４
■
Ⅱ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
〃
午
曲
り
ｌ
Ｉ
ｆ
Ｊ
Ｏ

第2民事部

裁判官

佃税 ･行政部） (月火水金）

森鍵 I■■■■■

（職務"行発令上
日比野 幹

田辺暁志

岡田総司

豊臣亮輔’

″
″
″
″

(月火水金）

武田瑞佳↑

(中略） (中略）

第12民事部

裁判官

(普通部） 第12民事部

裁判官．

(普通部） (月火水金）

武田瑞佳

1
1

１
１

（職務代行発令）

1 ０
０
８
町
Ｉ

_脇代行齢上
佐藤文子

鷺坂計知

嫌）佐藤壮一郎

柏木桃子

″
″
″
″

篁震壽孟
嫌）佐藤壮一郎｜

柏木桃子

〃

〃

〃

〃

I

(中略） (中略）1

●

１
１
１

ｌ

ｌ

６

１

Ｉ

ｌ

ｌ

（第3編

別表3

(本庁刑事部）第3章第22

裁判官の配置及び開廷日

条第1 卿 第
表
く
り
3編（本庁刑事部）第3章第22条第1項）
3月

割 裁判官の配置及び開廷日割

(中略） (中略）
’

一一一

－
一や一
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第12刑事部

郎I 裁判官
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Ｐ
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ｌ
。
１
凸
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
０
日
Ｒ
ｅ
１
ｑ
ｌ
ｆ
‐
ら
Ｉ
Ｊ
Ｉ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
り

Ｐ
Ｄ
ｒ
Ｉ
ｏ
ｂ
■
Ｂ
０
ａ
凸
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
ｑ

第12刑事

裁判官

事部 (租税部） (毎日） (租税部） 侮日）

渡"ﾎ"｜
坂本好司

中山 知

渡 部市 郎

~Ⅵ

_…代行発令）
〃

〃

〃

坂本好司

中山 知

尾嶋翔一

〃

〃

尾嶋翔 〃
一

(中略） （中卿

附則

ｊ
ト
’
１
，
凸
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
ワ
ー
ｄ
ｐ
Ｑ
■
ｌ
、 ------ I１

０
６
も

－－
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捌紙2）

事務分配及び裁判官の配置等規程変更（案）‐

９
８
２
２
月
月
３
４
年
年
３
３
和
和
伶
伶

3年3月29 日諮問）

3年4月28日実施）
－－－ －

羅両引
後

章第10

ぴ開廷日割

日）

内藤裕之

一"☆ゞ｜能宗美和

永田雄一

＃二"泰｜冨岡健史

結城康介

結冨村永能一内廷

介史泰一和彦之

ー④函一

現 行

編駕
| 第1民事部幌全部) (毎日）裁判官 内

〃

〃 能

〃 永永

内
井
森

噸
印
ｊ
嫌

ワ
尾
一
＄

子
喬
尋

裕
友
美
雄
和
健
康
陽
千

割
藤
原
宗
田
尾
岡
城
藤
谷
田

日壷半11‘ 間。‐八

妬
一
興
￥

寮
百
歩
・
』

田雄一

村尾和泰

富岡健史

結城康介

内藤陽子

嫌）井谷 喬

森田千尋！

″
″
″
″
″
″
″

〃
＆
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
日
日
■
■
■
■
Ⅱ
９
１

Ｊ

‐４

↑
１
１
▲
■
■
■
＆
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｕ
Ｄ
Ｉ

″
″
″
″
″

初谷湧紀

藤田一真

亀井健斗

足立瑞貴

中川和俊

林 憲太朗

〃

墓冨壹菫I

｡#"ｷ｜足立瑞貴中川和俊
林 窓太朗I

″
″
″
″
″
″

〃
I

〃

〃

’ 〃

〃

(中略） (中略）

(第3編体庁刑事部）第3章第22条第1項）

裁判官の配置及び開廷日割

（第3編

別表3

(本庁刑事部）第3章第22条第1項）

裁判官の配置及び開廷日割
０
』
■
■
■
■
■
９
４
■
■
■
■
９
Ⅱ
Ｕ
０
０
Ｉ
ｌ
Ｂ
９
４
■
‐
Ｉ
ｐ
９
ｊ
■
９
９
１
ｌ
Ｊ
Ｌ
Ｆ
ｌ

p

U

(中略）

(普通部） (毎日） 第9刑事部

裁判官

(普通部） （毎日）

矢野直邦｜

嫌）渡部市郎’

矢野直邦

嫌）渡部市郎〃
一
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(別紙3）

事務分配及び裁判官の配置等規程変更（案）
｡

伶和3年3月29日謝謝）

(令和3年4月29日実施）

|-一 現
（第5編（管内簡揚

|鑪纈薑：
i別表5

大阪簡易裁判所の

（中略）

第2民事特殊事件

1促，保全，非訟等）

裁

第2民事特殊事件係

妄薑扁‘毒丙釜壼『臺章第｡'条第，
現 行

（第5編（管内簡易裁判所）第1章第32

．△条…｡条…｡条ゞ｡| ･条第‘．≦｡．条…｡｡条”8条第1項及び第39条第1項） 8条第1項及び第39条第1項）

別表5 ｝月陵5

大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日割 ｜ 大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷圓割
ｆ
Ｂ
９
▲
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
日
Ⅱ
Ｕ
４

Ｑ
、
凸
Ｐ
Ｄ
ｊ
・
日
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ⅱ
Ｂ
Ｉ
Ｂ
８
０
８
０
１

・
■
』
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
、
７
１
人
７
１
４
‐

(中略）

(即決和解，公示催告，督

促，保全，非訟等） （毎日）

裁判官嫌）内藤裕之

．〃 村岡 寛

〃 佐藤有司

第2民事特殊事件係（即決和解，公示催告，督
促,保全,非訟等） （毎日）

裁判官 6漁内藤裕之
〃 村岡 寛
〃 佐藤有司

‐(定年退官l
佐伯美保

松野勝徳

中山一馬

福田 修

臼井康雄

松林秀樹

加藤 優

久保隆俊

(兼）大迫隆二

(網谷野 淳

嫌）吉田 進

″
″
″
″
″
″
″
″
″
″
″

佐伯美保

松野勝徳

中山一馬

福田 修

臼井康雄

松林秀樹

加藤 優

久保隆俊

(調大迫隆二

嫌)谷野 淳

G調吉田 進

″
″
″
″
″
″
″
″
″
″
″

I

I

’’

｜ （中略） (中略）

｡

瞳_劇
ａ
８
ｄ
ｌ
■
Ｏ
ｒ
Ｂ
■
９

ｒ

０

ｂ

Ⅱ

０

■

9日カユら流

１
０
９
●
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(別細

事務分配及び裁判官の配置等規程変更懐）

（令和3年4月23日諮問）

（令和3年5月1日実施）

変 更 後 一一
一

！ 行現

覇 :第雨’
， ： ‐ 州'－1

I 哉判.目酎, 豐． 【猟 ‘は日蕃
I

！

(中略）

第2刑事部（普通部） （毎日）

裁判官

〃

第2刑事部（普通部） （毎日）

裁判官

〃

’
篤志

康平

真梨子

西
岩
竹

川
田
本

西
岩
竹

篤志

康平

真梨子

川
田
本〃 〃

<兼）涜川ほなみ〃

（兼務解消）

(中略） (中略）
I

I

瞳_型
I

’
４
０
９
１
』
Ｂ
ｌ
Ｉ
６
５
０
１
９

l

●
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捌細

事務分配及び裁判官の配置等規程変更(案）

(令和3年5月27日諮問）

・伶和3年6月1日実刷

重二亙三~~~－」
）第3章第10条第1卿 ！

略

一
一
卿
胴
仲

一
部

変
一
蹄編（ C鵜2瀧

gll*1

I

裁判官の配置及び開廷日割 裁判官の配置及び開廷日割

ｆ
ｌ
申

） (中略）

１
１

民事部（租税・行政部） （月火水金）

裁判官 森鍵

第2 第 民事部（租税

裁判官

行政部） (月火水金）

森鍵 一

日比野 幹

田辺暁志

岡田総司

豊臣亮輔

2

一

卜

IＩ
！

（職務代行酬消）
１
１

日比野 幹

田辺暁志

岡田総司

″
″
″
″

″
″
″
″

ｊ
ｌ
ｌ
中

豊臣亮輔

I

l

4

(中略） (中略）

第1 2民事部

裁判官

(普通部） (月火水金）

武田瑞佳

第 12民事部（普通部） (月火水金）

武田瑞佳
ｉ
ｉ
ｌ
ｌ

裁判官

（代 介行）酒ノ 良〃

(職代行鯉消

(代行）林 由諭子〃

職務代行解渕

佐藤文子！
｜

鷺坂計知

佐藤文子

鷺坂計知

〃

e

〃

〃

〃

1

壮一郎 １
１
１
１
１

〃

（兼務解消）
｜

’ 柏 木桃子 柏木桃子〃 〃

●

(中略） (中略）

（第3編（本庁刑事部）第3章第22条第1項）

別表3

裁判官の配置及び開廷日割

暁3編（本庁刑事部）第3章第22条第1卿

別表3

裁判官の配置及び開廷日割
１
１

１
１

－－0－－－－

←-. Jー
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Fr甲雨~－‐ ーア ｜

(毎日）

矢野直邦｜

” ”｡｜安藤 諒

ｔ
Ⅱ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
ｐ
凸
８
０
９
１
Ｊ
台
９
凸
■
■
■
■
Ｂ
Ｂ
Ｂ
■
■
■
Ⅱ
■
■
Ⅱ
Ⅱ
日
日
Ⅱ
甲

第9瞬
繩

(普通部） (毎日） 第9刑事部僧通部）

矢野直邦 裁判官

’
（兼務解消）

うらら ’南

安藤

″
″

〃

〃諒

(中卿 (中略）

’ 第12刑事部裁判官 (租税部） （毎 日） 第12刑事部（租税部）

裁判官

(毎 日）

渡部市郎 渡部市郎 I

硝丁〃

（職務代行解消） I

坂本好司

中山 知

尾嶋翔一

〃

〃

〃

坂本好司

中山 知

尾嶋翔一

″
″
″ I

D

(中略） (中略）
Ｉ
ｊ
ｌ
ｌ

‐
Ｉ
Ｌ
ｆ
０
６
，
ケ
ｄ
０
Ａ
Ｆ
－
６
↓

第15刑事部

裁判官

〃

〃

〃

(普通部） （毎日） 第15刑事部

裁判官

〃

〃

〃

(普通部） (毎 日）

松田道別 松田道別

栗原 保

船戸宏之

小澤 光

栗原 保

船戸宏之

小澤 光

〃 （銅柏木桃子

（兼務解消)

(中略） (中略） Ｉ

l
L

堕一型

の規糖

’→ 一一
－

a －
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(別綱

事務分配及び裁判官の配置等規程変更 喋）

伶和3年5月13日●

(令和3年6月10.日

棚
鋤

に 現 行

|繕:編 鰯:芽‘，
（中略）

第3刑事部(普通部） （毎日）

裁判官 中川紬子

（第5刑事部竺さ1

ー

更 後

４
４
‐
ｆ
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
０
０
１
０
０
グ
ｑ
ト
、
剣
Ｏ
Ｂ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
二
■
■
■
■
＆
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｆ
１
型
Ｉ

’変

傍3編 (本庁刑事部）第3

裁判官の配置及

別表3

(中略）

第3脚
繩

1普通部） （毎

‐
ｉ
ｌ

ワ
ト
Ⅱ
■
■
■
Ｇ
１
ｆ
Ｄ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
０
１
■
８
■
■
■
■
■
日
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
▽
’
１
色
１
０
９
４
，
■
■
句

_(緋発令）

千葉康一

楠本康太

〃

〃

千葉康一

楠本康太

Ｕ
ｆ
０
Ｉ
Ｉ
Ⅱ
丁
■
Ⅱ
１
９
■
Ⅱ
０
６
■
ｇ
■
Ⅱ
■
■
■
■
Ⅱ
８
Ⅱ
Ⅱ
９
１
４
‐
Ｉ

″
″

(中略） (中略）
０
■
■
■
■
■
■
Ｉ
■
■
■
一
■
■
■
■
Ｕ
■
■
■
■
■
日
■
■
８
０
■
８
６
５
１
４
凸
Ｕ
；
０
７
４
０
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
０
０
↓
り
ぐ
‐
‐
凸
■
４
Ⅱ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
８
５
９
，
４
０
６
０

I第 5刑事部僧通部） （毎日）

裁判官 屋_漣_堅
悌10刑事部三上

第5聯
縦

(普通部） (毎日）

一
》雌

人
日
・
Ｄ
Ｏ
も
■
Ｖ
Ｋ
Ｉ
ｒ
ｌ
ｐ

〃 （

_(兼務発令）

久穐博一

荒木精一

宮澤裕登

″
″
″

久禮博一

荒木精一

宮澤裕登

″
・
″
″

↑

(中略） (中略）

第10刑事部伶状部) (毎日）

裁判官 村越一.濫
梛覇地裁へ)

〃 後藤有己

〃 行方美和

〃 安福幸江
〃 梶川匡志

〃 松本英男

第10刑事部（令状部）

裁判官

(毎日）

量一錘一塾一超

（第5刑事細熱ら）
後藤有己

行方美和

安福幸江’

一塁繼皇’

I

1

〃

〃

〃

〃

〃

●
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「ー~~一一一一一
〃 恒光直樹

〃 井谷 喬

〃 伊藤佑貴

〃 水谷 翔

〃 森 朋美
〃 青木崇史

〃 岩本圭矢

（中略）

（第5編(管内簡易裁判所)第1章第32条,第
34条第1項，第35条第1項，第36条，

第38条第1項及び第39条第1項）

別表5

『
’
．
●
．
．
‘
．
‐
●
．
，

０
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｉ

‐
Ｂ
ｆ
Ｂ
■
■
■
■
凸
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
ｌ
■
０
■
。
９
〃
白
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｂ
Ｆ
６
ｒ
Ⅱ
９
１
０
Ⅱ
Ｏ
Ｂ
ｇ
ｊ
‐
０
，
■
■
Ｄ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
ｌ
８
０
０
ｊ
１
９
ｌ

－

〃 恒光直樹

井谷 喬〃

伊藤佑貴〃

水谷 翔〃

森 朋美〃

〃 青木崇史
〃 岩本圭矢

（中略）

儲5編（管内簡易裁判所）第1章第32条，第

3.4条第1項,第35条第1項,第36条，
第38条第1項及ひ第39条第1卿

別表5

大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日割

、

６
凸
■
０
１
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｄ
■
■
■
Ｕ
Ｄ
ｒ
７

ｒ
ｂ
ｄ
■
Ｂ
ｒ
■
■
ｌ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｉ
Ｐ
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↑
・
■
■
■
■
丘
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
け
り
０
１
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‐
０
６
‐
●
■
Ｕ
■
■
■
■
日
■
■
日
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｂ
■
■
ｒ
ｌ
Ｉ
Ｉ

ｆ
■
８
回
■
■
■
■
■
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
９
■
■
■
■
Ｏ
Ｂ
Ｕ
■
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｂ
７
↑
１
６

，
０
０
６
１
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
日
日
■
Ｂ
Ｐ
Ｉ
ｌ
Ｄ
Ｑ
Ｊ
■
ｒ
■
■
■
■
Ｉ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
”
■
■
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
０
１

大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日割
ｄ
Ｐ
Ｉ
６
４
ｌ

、
■
■
■
Ⅱ
０
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
０
１
■
、
Ｏ
■
Ｕ
ｇ

I

(中略） (中略）

第6 柵
繩

(毎 日） 第6 柵
稚

(毎日）

（兼)村 越一浩 長 敬

ユ趨鎚l_ （兼務発金上
I

I

開
開
閑
開
鬮
鯏
開
閑
閑
開
開
㈱

後藤有己

行方美和

安福幸江

梶川匡志

松本英男
恒光直樹

井谷 喬

伊藤佑貴’

水谷 翔

森 朋美

青木崇史

岩本圭矢

上原宏光

松尾真一｜
舩越英明

宮部 稔

並木正男 ，

ｌり

″
″
″
″
″
″
″
″
″
″
・
″
″
″

嫌）後藤有E

(兼）行方美荊

(兼）安福幸ロ

(兼）梶川匡志

(調松本英男

嫌）恒光直柚

(兼）井谷 喬

C漁伊藤佑貴

嫌）水谷 櫛

(荊森 朋美
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第6編 司法行政事務の代理順序

伺法行政事務の代理）

第54条所長に差し支えがある場合の司法行政

事務を代理する者の順序は,次のとおりとする。

第1順位 裁判官 北川 清

第2順位 裁判官 内藤裕之

第3順位 裁判官封越一港

第6編 司法行政事務の代理順序

(司法行政事務の代理）

第54条所長に差し支えがある場合の司法行政

事務を代理する者の順序は,次のとおりとする。

第1順位裁判官 北川 清

第2順位 裁判官 内藤裕之

第3順位 裁判官量瀬敬_昭
I

１
１
１(中略） (中略）
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事務分配及び裁判官の配置等規程変更僕）

(令和3年6月15日諮問）
、

（令和3年7月1日実嗣
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裁判官の配置及び開廷日割

第1民事部腺全部） （毎日）

裁判官 内藤裕之

〃 一原友彦

〃 能宗美和

〃 永田雄一

〃 村尾和泰

〃 冨岡健史

〃 結城康介

〃 内藤陽子

〃 （兼）井谷 喬

〃 森田千尋

裁判官の配置及び開廷日割

第1民事部（保全部） (毎日）

裁判官 内藤

〃 一原

〃 能宗

〃 永田

〃 村尾

〃 富岡

〃 結城

〃 内藤

〃 嫌）井谷

〃 森田
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髭判事務の分配
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第4編支部 第4編 支部
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第2章岸和田支部

（裁判事務の分配）

第28条岸和田支部における裁判事務の分配

は，次のとおりとする。

第
第

1章岸和田支部

鶴荊事務の分配）

)8条岸和田支部における裁判事務の分配

上，次のとおりとする。

裁判官 高橋善久

他の裁判官の担当する事件を除くその余

の民事事件及び非訟事件

裁判官 寺田悠亮

刑事公判事件（再審請求事件を含むb )

の2分の1

第1回公判期日前の勾留に関する処分事

件の2分の1

医療観察法第33条第1項又は第59条

第1項若しくは第2項の申立てを受けた

地方裁判所の裁判官が行う事務の2分の

1

更生保護法第52条第6項の規定による

特別遵守事項の設定又は変更に関する求

意見に係る事務の2分の1

前記事件のほか,他の裁判官の担当する

事件を除くその余の刑事事件

砺童事件のうちの同時開上事件の全部

債権執行事件のうちの配当事件の全部

2

2

は，

1

の配当事件の全部 I
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裁判官 高橋善久

他の裁判官の担当する事件を除くその余

の民事事件及び非訟事件

裁判官 寺田悠亮

刑事公判事件.(再審請求事件を含む。 ）

の2分の1

第1回公判期日前の勾留に関する処分事

件の2分の1

医療観察法第33条第1項又は第59条

ｌｊｌ
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第1項若しくは第2項の申立てを受けた

地方裁判所の裁判官が行う事務の2分の

更生保護法第52条第6項の規定による

特別遵守事項の設定又は変更に関する求

意見に係る事務の2分の1

前記事件のほか，他の裁判官の担当する

事件を除くその余の刑事事件

破産事件のうちの同時廃止事件の全部

債権執行事件のうちの配当事件の全部
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財産開示事件及び第三者からの情報取得

起訴前の証拠保全事件及び共助事件の2

分の1

裁判官 佐藤克則

民事訴訟事件（再審請求事件を含む｡､ ）

の31分の9

債権執行事件，財産開示事件及び第三者

からの情報取得事件を除く民事執行事件

事件の3分の1

起訴前の証拠保全事件及び共助事件の2

分の1

裁判官 佐藤克則

民事訴訟事件（再審請求事件を含む。 ）

の31分の9

債権執行事件，財産開示事件及び第三者

からの情報取得事件を除く民事執行事件

の3分の1
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保全異議及び保全取消事件の2分の1

小規模個人再生事件及び給与所得者等再
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人身保護事件の4分の1

訴えの提起前における証拠収集の処分申

立事件の4分の1

令状事件の8分の2

過料事件

裁判官 織田佳代

民事訴訟事件（再審請求事件を含む。 ）

の31分の4

民事保全事件の4分の1

保全異議及び保全取消事件の4分の1
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からの情報取得翻牛を除く民事彰W了事件
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裁判官 織田佳代

民事訴訟事件（再審請求事件を含むb )

の31分の4

民事保全事件の4分の1

保全異議及び保全取消事件の4分の1

債権執行事件，財産開示事件及び第三者

からの情報取得事件を除く民事執行事件

の3分の1

人身保護事件の4分の1

訴えの提起前における証拠収集の処分申
立事件の4分の1

令状事件の8分の2

裁判官 高鴨大地

｛

サ

’
１
１

刑事公判事件（再審請求事件を含む。 ）

の2分の1

第1回公判期日前の勾留に関する処分事

件の2分の1

医療観察法第33条第1項又は第59条

第1項若しくは第2項の申立てを受けた

地方裁判所の裁判官が行う事務の2分の

1

更生保護法第52条第6項の規定による

特別遵守事項の設定又は変更に関する求

意見に係る事務の2分の1

配当事件を除く債権執行事件の全部

財産開示事件及び第三者からの情報取得

事件の3分の2

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護に関する法律第4章に定める保護命令

申立事件j保護命令の効力停止の申立事

件及び保護命令の取消申立事件の3分の

2

起訴前の証拠保全事件及び共助事件の2

壱篭蕊麗毫裟驍
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第1項若しくは第2項の申立てを受けた

地方裁判所の裁判官が行う事務の2分の！
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財産開示事件及び第三者からの情報取得
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佐藤志保

(再審請求事件を含む。 ）

財産開示事件及び第三者、

’
一

’
分の1 ．

裁判官 佐藤志保

民事訴訟事件（再審請求事件を含む。 ）

の31分の9

債権執行事件，財産開示事件及び第三者

からの情報取得事件を除く民事執行事件

の3分の．l

小規模個人再生事件及び給与所得者等

再生事件の2分の1

人身保護事件の4分の1 ．

訴えの提起前における証拠収集の処分申

立事件の4分の1

分の1

裁判官 佐藤志保
民事訴訟事件（再審請求事件を含む。 ）

の31分の9

債権執行事件，財産開示事件及び第三者

からの情報取得事件を除く民事執行事件

の3分の1

小規模個人再生事件及び給与所得者等

再生事件の2分の1

人身保護事件の4分の1

訴えの提起前における証拠収集の処分申

立事件の4分の’

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護等に関する法律第4章に定める保護命

令申立事件，保護命令の効力停止の申立

事件及び保護命令の取消申立事件の3分

の1

令状難の8分の'■■■■■■

裁．判官 今野 藍

民事訴訟事件（再審請求事件を含む。 ）

の31分の9

同時廃止事件を除く破産事件の全部

小規模個人再生事件及び給与所得者等再．

保護命令の効力停止の申立

’’

I’
I

’
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保I
護等に関する法律第4章に定める保護命

令申立事件，保護命令の効力停止の申立

事件及び保護命令の取消申立事件の3分
の1

令状譜の8分の'■■■■■■

裁判官 今野 藍

民事訴訟事件(再審請求事件を含む｡ ）

の31分の9

同時廃止事件を除く破産事件の全部 ｜

小規模個人再生事件及び給与所得者等再’
生事件を除く再生事件
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I

の全部

会社更生事件，会社整理事件及び特別清

算事件の全部

民事保全事件の4分の1 ‘

保全異議及び保全取消事件の4分の1

人身保護事件の4分の1

訴えの提起前における証拠収集の処分申

立事件の4分の1

令状事件の8分の2

商事非訟事件鰡料事件を除く。 ）

裁判官 中川正充
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生事件を除く再生事件の全部
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保全異議及び保全取消事件の4分の1

人身保護事件の4分の1

訴えの提起前における証拠収集の処分申

立事件の4分の1

令状事件の8分の2

商事非訟事件鯛料事件を除く。 ）

裁判官 中川正充

令状事件の8分の1■■■■■
裁判官 高場大地

１
１

！

’
I

’
1

(中略） (中燗

一ユー － 一 一一一 一
－

4



｡

り

●

今
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事務分配及び裁判官の配置等規程変更僕）

(令和3年6月18日諮問）

(令和3年7月12日実施）

'三 （
一一口へ｡一一一

一口一一一

I更 後
－ ･今刊丘一一

’
（第5編（管内簡易裁判所)第1章第32条，第

34条第1項,第35条第1項,第36条,第3
8条第1項及び第39条第1項）

BI俵5

大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日割

ｌ
‐

第5編（管内簡易裁判所）第1章第32条，第

34条第1項，第35条第1項,第36条，第3

8条第1項及び第39条第1項）

別表5

大阪簡易裁判所の裁判官の配置及び開廷日割

I

I (中略） (中略）

第2

1促，

民事特殊事件係（即決和解，公示催告，督

保全，非訟等） （毎日）

裁判官嫌）内藤裕之

〃 村岡 寛

〃 佐藤有司

〃 佐伯美保

〃 松野勝徳

〃 中山一馬

〃 福田 修

〃 臼井康雄

第2民事特殊事件係（即決和解，公示催告，督

促，保全，非訟等） （毎日）

裁判官 （兼）内藤裕之

〃 村岡 寛

〃 佐藤有司

〃 佐伯美保

〃 松野勝徳

〃 中山一馬

〃 福田 修

〃 臼井康雄

６
０
ｒ
Ｊ
ｄ
６

１
１

ｊ
Ｌ
■
ｒ

‐１１

松 ？ ”〃

僧通唯或孫へl
加藤 優

久保隆俊

(兼）大迫隆二

(調谷野 淳

嫌）吉田 進

’ 加
久
大
谷
吉

藤
保
迫
野
田

優
俊
二
隆
隆

″
″
″
″
″

″
″
″
″
″

ｊ
ｊ
ｊ

兼
兼
兼

ｌ
ｌ
く

I

淳
進

I

(中略） (中略）’
I

第4刑

第1係

事公判係

（月水木）裁判

第4刑事公判係

第1係（月水木）裁判

(兼務解消)－
並木正男

（兼務発令L
並木正男第2係

第5略

(1)普

（月水木） 〃

式係（毎日）

通略式係

裁判官

第2係（月水木） 〃

第5略式係（毎日）

（1）普通略式係 ・

裁判官

I

ｊ
’
’

一
一

一

－

一守一▼－
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一

ｂ

’
．
、
■
■
■
■
■
■
■
８
８
日
１
日
■
■
日
■
８
■
■
１
，
１
０
‐
１
０
０
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
ワ
ヶ

１

一
閑
㈱
開
閉
㈱

' .－J･-‘--.

並木正男

上原宏光

松尾真－

舩越英明＃

宮部 稔

（中吻

’第・令状“長瀬敬昭

後藤☆｡｜行方美和

安福幸江

後藤有己

行方美和

安福幸江

一
男
光
一
明
稔

畢
正
宏
真
英

一
木
原
尾
越
部

一
並
上
松
舩
宮

『
‐
１
，
Ｊ
’
０
０
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
０
７
１
０
０
０
日
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ｉ
Ｉ
１
ｂ
９
ｂ
ｌ
ｌ
■
８
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
８
７
．
８
１
１
■
■
■
■
■
■
Ⅱ
Ⅱ
■
Ⅱ
Ｕ
Ｉ
ｌ
ｊ
子
４
Ｆ
ｌ
４
Ｈ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
０
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
８
１
１
０

″
″
″
″
″

閑
鬮
開
開
閑

″
″
″
″
″０

■
■
■
。
Ｏ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｂ
Ｉ
Ｐ
Ｉ
ｂ
ｊ
０
ｐ

Ｉ
呂
凸
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
国
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
ｑ
ｉ
ｄ
０
９

凸
■
■
■
■
Ⅱ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
▼
Ｕ
ｊ
ｑ
‐
旬
・
凸
ｑ
ａ
ｒ
６
１
０
■
１
１
１
■
■
■
■
■
■
■
日
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｕ
９
９
■
Ｕ
１
ｏ
４

(中略）

第6 令状係

Ⅱ
リ
″
″
″
″
″
″
″
″
″
″
″
″
″
″
″
″
″
″

鋤

ｊ日毎く (毎 日）

官 開
閑
開
開
閑
閑
開
㈱
開
閑
鮒
開
㈱

裁判官 6漁長瀬敬昭

嫌）後藤有己

嫌）行方美和

嫌）安福幸江

(兼）梶川匡志

(銅松本英男

(兼）恒光直樹

嫌）井谷 喬

C㈲伊藤佑貴

G桐水谷 翔

6淘森 朋美

嫌）青木崇史

(兼）岩本圭矢

上原宏光

松尾真一

舩越英明

宮部 稔

嫌）並木正男

梶川匡志

松本英男

恒光直樹

井谷 喬

伊藤佑貴

水谷 翔

森 朋美

青木崇史．

岩本圭矢

上原宏光

松尾真一

舩越英明‘

宮部 稔i

！

宮部 稔

〃

″
″
″
″
″
″
″
″
″
″
″
″
″
″
″
″
″

ｌ
ｏ
ｇ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
０
■
ｌ
Ｐ

．

０
１
４
０
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
巳
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｐ
Ｐ
Ｒ
ワ
ー

０
■
ロ
■
ｊ
１
ｑ
４
１
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｕ
凸
■
ロ
日
■
■
■
■
■
■
０
１
９
‘
Ｑ
ｆ
Ｄ
０
０

I

嫌）並木正男

傲)辻 秀 樋 _(兼)松林秀 樹
_嫌務解消上 」蝿全と

(中略） (中略） 瞳一劃

’ ’

4■
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事務分配及び裁判官の配置等規程変更（案）

(令和3年6月18日諮問）

(令和3年7月15日実施）一一

ｒ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｕ
ｒ
０
■
ｂ
ｆ
１
ｆ
，
６
０
６
■
■
■
■
■
■
Ｄ
Ｉ
ｐ
１
■
■
■
Ｔ
■
■
■
■
■
■
■
Ｐ
Ｉ
。
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
ｒ
、
０
■
■
且
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
且
■
Ⅱ
■
Ⅱ
■
日
▽
４
■
■
“
や
０
０
‐
’
１
■
ｌ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
０
■
９
０
１
１
０
１

一 一一一一一一一

1雷z扇-麦部
ー

現 行 変 更 後

I
凸

第4編支部

第1章・ 堺 支 部

（裁判官の配置）

第24条堺支部における裁判官の配置は，

’第'章 堺 支部
(裁判官の配置）

次の第24条堺支部における裁判官の配置は，
とおりとする。 次蝿’とおりとする。

I

(中略）

’
(中略）

’
官判

〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
．
〃
〃

Ｂ卿
裁

１第 第1民事部B

裁判官

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

１
！
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｂ
Ｄ
６
８
ｌ
８
ｒ
０
日
■
１
１
凸
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
官
１
日
Ｕ
Ｕ
６
９
Ｉ
０
ｑ
Ｉ
Ｌ
ｇ
■
■
■
■
■
■
１
，
日
■
』
■
■
■
■
■
■
■
■
９
口
Ⅱ
６
０
０
■
■
■
■
日
■
■
ｇ
Ⅱ
０
』
０
匹
。
４
４
，

嫌）木太伸広

(兼）藤野美子

(兼）蛯名日奈子

6禍國分 綾

湯浅徳恵

嫌）船戸容子

村瀬洋朗

嫌）唐津祐吾

嫌）本田真理子

(兼）柿部泰宏

(親木太伸広

(兼）藤野美子

嫌）蛯名日奈子

C桐國分 綾

湯浅徳恵

(兼)船戸容子

村瀬洋朗

嫌）唐津祐吾

G樹本田真理子

6淘柿部泰宏

’
’

Ｉ
Ｉ
Ｊ (兼)青木崇史

.－1避遡
ｔ

１

町

Ｉ

C淘山根直 輝〃
(銅 山根直輝〃

(中略） (中略）
Ｑ

８

ｂ

仏

司

β

Ｊ

令

１

第1刑事部

裁判官

〃

〃

〃

第1刑事部

裁柴
竹
藤
本

厚司

大明

靖士

真理子

田
内
原
田

判官

〃

〃

柴田厚・司

竹内大明

藤原靖士

本田真理子

I

〃
１
１
１ _嫌)青木崇史｜

|蟹
8

_』…L
■

凸
９
４
■
４
Ｆ
６

(中略）



汐

苧四一ザ琶一ー

△

~

●

且

9

三蝿墜塔全通旦生型旦且空蝉i辻皇



事務分酉吸び裁判官の配置等規程変更（案）

(令和3年6月24日諮問）

伶和3年7月1日鐵勧
’

一一今￥一寺‘秘

変 更 後 ＝.~－~ ｜

編《本庁民事部'第3章第】･桑第両~｜
裁判官の配置及び開廷日割

4民事部（普通部） （月火木金）

銭判官 池上尚子
〃 山口敦士

〃 鈴木基之｜

〃 鈴村悠恭‘

現
、

一

（第2編（本庁民事部

別表1

） 第3章第10条第1項】

裁判官の配置及び開廷日割

(中略） (中略）

第24民事部（普通部） （月火木金）

裁判官 池上

〃 山口

〃 鈴木

第24民事部

裁判官尚
敦
基

I子
士
之

！
Ｉ

（兼務解消)一

鈴村悠恭〃

(中略） (中略）

鶴3編（本庁刑事部）第3章第22条第1項）

別表3

裁判官の配置及び開廷日割

礫3編（本庁刑事細第3章第22条第1卿

B陵3

裁判官の配置及び開廷日割

｛1
1

1

(中略） (中略）

第3刑事部（普通細（毎日）

裁判官 御山真理子

第3刑事部（普通部） （毎日）

裁判官 御山真理子

。(兼務解消）

千葉康一

楠本康太

千葉康一

楠本康太

″
″

″
″

(中略） (中略）
●

’

1

幽一型
の規程I丈． イ寺加

’ ！

吟一一一一

一 －ー 令一

10



事務分配及び裁判官の配置等規程変裂更（案）

－－－

伶和3年6月24日諮問）

伶和3年7月12日実施）

f三壼孟1
更 後

）第3章第

配置及び開廷日割

） （毎日）

内藤裕之

一原友彦

能宗美和，

永田雄-I

戸~一~－~覇一一

照編(本庁民事部'第。
' 第,民事部(保全部)侮

裁判官の配置及

裁判官

〃

〃 ．

〃

〃

〃

〃

〃

〃 （』

(毎

″″″″″″″

変
4

編（本庁民事部

裁判官の配置及び開廷日割

民事部（保全部） （毎日）

裁判官 内藤裕之

〃 一原友彦

〃 能宗美和

〃 永田雄一

〃 村尾和泰

〃 富岡健史

〃 結城康介

〃 内藤陽子

〃 （兼）井谷 喬
〃 森田千尋
〃 中澤崇晶
〃 初谷湧紀

〃 藤田一真

〃 亀井健斗

１

日） 第1

内藤裕之

一原友彦

能宗美和

永田雄一

村尾和泰

冨岡健史

結城康介

内藤陽子

嫌）井谷 喬

森田千尋

中澤崇晶

初谷湧紀

藤田一真

亀井健斗

足立瑞員

″
″
″
″
″
″

、
“
も
△
ゲ
●
４

７
ｄ
Ｂ
９
．
０
ヶ
申
‐

(名古屋地 部へ）

中．川・和俊

林 憲太朗

中
林

〃 川和俊〃

〃 憲太朗〃

I

４
‐
１
。

ｊ

●
６
８
〃
Ｕ
●
１
・
Ｕ
４
Ｕ
●
０
Ｕ
■
■
■
８
０
■

1
1

(中略） (中略）

１
１

一

ロ
グ

ll



事務分酉汲び裁判官の配置等規程変更僕）

伶和3年6月24日諮問）

(令和3年7月16日実施）

展編(本庁皇部’第患，｡条第‘
|賑‘ 裁判官の配置及び開廷日割

（中略）

|"鱒…"巽輔酒本章
第1民事部A

←＝ ■ オーや■ － －

‐二二．更 後a 一

－一●

富C本庁民事罰 第3章第10条第1卿

１
１日置及び開廷日割

I

第14民事部（執行部）

裁判官

(毎日）

金地香枝

（第gg民事部か堕
相澤 聡

金 洪周

岸田二郎

藤田洋祐

子
１
４
Ｊ
？
４
．

ｆ

’

８

４

谷へ

’
聡
周
郎
祐

洪
二
洋

澤
田
田

相
金
岸
藤

″
″
″
″

″
″
″
″

I

1

(中略） (中略）

第25民事部僧通部）

裁判官

(火水木金）

金地香枝

（第14民事部へ）

第25民事部（普通部）

裁判官

一
》
》
．
》

一

一

ｊ柚伽
1

■
Ｉ
ｙ
１
６
Ｌ
１
り
０
？

I

〃

菅野

織川

岡野

昌
逸
哲

彦
平
郎

″
″
″

〃

〃

〃

｜ （中略） (中略）
｛

第4編 支 部

第1章 堺支部

（裁判官の配置）

第24条堺支部における裁判官の配置は，次の

とおりとする。

第1民事部A

裁判官 森木田邦裕
鳴取地家裁へ）

〃 藤野美子

第4編支 部

第1章堺支部

（裁判官の配置）

第24条堺支部における裁判官の配置は，次“

とおりと才る｡

第1民事部A

裁判官 浜本竜一壬
一傍14民事部から1

〃 藤野美子

次の

4

1第1

｡

一

，

|藪蕊
I

〃
－－←-

I

壷争一■ 可一一
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一己キー . 岸、助分△ r△一←

一
軒
綾
恵
朗
吾

一
日
徳
洋
祐

一
″
″
″
″
″
″

一

蛯名百蒋1

國、 綾｜
(調湯浅徳恵，

嫌)暮菫篶譽｜
浅＃ 翼’

」

″
″
″
″
″
″

ｊ略中く

Ｌ
Ｉ
９
１
Ｄ
Ｕ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ⅱ
■
Ｕ
Ｐ
Ｌ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
日
■
９
１
１
１
．

ｈ
０
Ｄ
０
ａ
１
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｄ
Ｕ
Ｏ
Ｈ
０
ｑ

Ｑ
■
サ
ム
■
■
■
Ⅱ
日
日
■
Ｂ
■
日
日
Ⅱ
■
■
９
１
４
０
Ｊ
。
４
４
１

蛯
國
湯
村
唐
浅

鯛
㈱

名
分
浅
瀬
津
井

、
■
Ⅱ
■
且
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
ｏ
６
２
ｒ
Ｉ
８
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
８
９

凸

Ｉ

翼

(中略）

瞳_劃

｡

▼
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』

決議事項
(令和3年6月30日）

⑤

1



事務分配及び裁判官の配鐙等規程変更僕）

ヤー『 ~･一
一

’ 陰
』

変 更 後

第2編本庁民事部

第2章 裁判事務の分配

（事件の配付等）

第6条専門事件は，その事件の種類に従って洲
の各部に配付する。

（中卿

現 行

第2編本庁民事部

第2章 裁判事務の分配

（事件の配付等)

第6条専門事件は，その事件の種類に従って次

の各部に配付する。

の

’ (中卿

㈹ 灘
用労働者の雇用管理の改善等に関する法律

及び育児休業,介護休業等育児又は家族介護

を行う労働者の福祉に関する法律の各規定
による過料事件は，第5部（労働部）

(4)労働事件，労働審判法に定める労働審判事

件並びに労働組合法,労働審判法,雇用の分

野における男女の均等な機会及び待遇の確

保等に関する法律j､短時間労働者の雇用管理

の改善等に関する法律及び育児休業,介護休

業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉

に関する法律第68条の各規定による過料
事件は，第5部(労働部）
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の繍呈は，令和3年7M1日から耐洞~る
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